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米}

て
ま
え
お
き

資

前
回
(
本
誌
三

O
巻
四
号
一
五
三
|
一
八
五
頁
)
か
ら
二
年
半
を
経
過
し
て

し
ま
っ
た
が
、
一
九
八

0
年
代
初
め
の
こ
の
時
期
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
・
政

治
・
行
政
(
法
)
史
上
、
画
期
的
と
い
っ
て
よ
い
重
要
な
変
化
が
起
っ
た
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
一
九
八
一
年
五
月
一

O
日
大
統
領
選
挙
の
結
果
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン

政
権
が
誕
生
し
、
第
五
共
和
制
に
保
革
逆
転
の
政
権
交
替
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス

独
自
の
議
会
主
義
政
権
に
よ
る
変
革
の
実
験
が
そ
の
影
響
力
を
公
法
・
政
治
の

諸
領
域
の
全
面
に
わ
た
り
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

公
法
学
・
政
治
学
が
こ
の
変
化
に
対
応
す
る
研
究
成
果
を
出
し
つ
つ
あ
る
こ

一
九
七

0
年
代
中
頃
以
降
、
斯
界
の
大
家
達
が
、
大
学
の
現
役
を

退
き
、
献
呈
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
死
去
す
る
例
が
増
え
、
フ

と
の
ほ
か
、

ラ
ン
ス
公
法
・
政
治
学
界
に
も
新
旧
世
代
の
交
替
が
進
み
、
新
し
い
傾
向
が
生

れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
日
仏
文
化
協
力
面
で
も
前
進
が
み
ら
れ
る
。

小
稿
は
、
そ
れ
ら
の
動
向
の
一
斑
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
前
例

ど
お
り
、
本
稿
も
中
村
教
授
と
共
同
で
執
筆
し
た
。
同
学
諸
氏
に
何
ら
か
の
参

考
と
な
れ
ば
幸
で
あ
る
。

二
、
政
治
制
度
・
憲
法
・
行
政
法
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デ
ュ
ア
メ
ル
「
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
の
共
和
国
」
は
一
九
八
一
年
五
月
ミ
ッ
テ
ラ

ン
の
大
統
領
就
任
以
来
一
年
の
経
過
と
業
績
と
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
の
実
態
を
ふ

ま
え
、
そ
の
特
徴
と
全
貌
を
知
り
考
え
る
た
め
よ
く
ま
と
ま
っ
た
好
著
で
あ
る
。

ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
や
議
会
に
公
務
員
・
公
企
業
部
門
幹
部
お
よ
び
教
授
(
員
)

達
の
占
め
る
割
合
が
大
多
数
で
あ
り
、
「
ジ
ス
カ
ー
ル
の
共
和
国
」

s
z
g
p
g
p

F
白
河
内
山
司
ロ

E
F
Aロ
問
的
目
的

g円
&
刊
ロ
ロ

m.
〉
口
同
件
。
ヨ
ぽ
唱
。

E
Eロ
刊
色
町
】
同
町

5
・

ロ
円
少
の
門
担
師
団
包
ぃ
・
一
忌
∞
0
・
N
日】『℃・・円同一
-
H州・明・

ω
-
H
V
-
-
H由∞
y
ロ
0
・
u
・同
y
m
∞
ω)

の
上
層
部
の
支
持
基
盤
よ
り
は
下
降
し
広
が
り
中
層
市
民
に
ま
で
聞
か
れ

た
と
は
い
え
、
労
働
者
階
級
の
支
持
を
え
た
と
は
い
え
な
い
限
界
の
観
察
や
、

政
権
交
替
に
よ
り
第
五
共
和
制
の
政
治
制
度
が
左
翼
に
も
フ
ラ
ン
ス
市
民
に
も

定
着
し
た
こ
と
、
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
民
主
党
の
改
良
主
義
的
諸
政
権

と
は
違
っ
て
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
は
、
社
会
主
義
的
根
本
的
変
革
を
志
向
す
る

「
先
進
的
な
い
し
進
歩
的
社
会
民
主
主
義
の
一
形
態
」
と
し
て
と
ら
え
、
今
後

の
成
否
を
左
右
す
る
も
の
は
、
使
用
者
な
い
し
財
界
の
協
力
を
い
か
に
し
て
獲

得
す
る
か
、
社
共
の
分
裂
可
能
性
を
い
か
に
し
て
克
服
し
て
ゆ
く
か
、
「
勤
労

ス
・
毛
ワ
イ
エ
ン
ヌ
・
サ
ヲ
リ
エ

中
産
諸
階
級
」
の
動
向
が
決
定
的
と
な
ろ
う
、
と
示
唆
し
て
い
る
(
岡
山
・
司
・

ω・

問
、
忌
∞
M
W

ロ
O
田
-
A
F
l
♂
℃
・
∞
品
∞
・
で
本
書
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
)
。

戸
市
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B
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m
σ
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n
c
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色
g
企巾
n
gロ
日
仏
白
骨
S
F
F・bnvmn
弘
巳

Hv・
。
-
m，d
-

口
問
・
司
・

ω-HVJHU∞
ゲ
ロ
0・
日
町
切
回
)
・
由
日

HiHOω
∞・

ご
九
八
一
年
の
選
挙
|
|
!
四
つ
の
解
明
」
は
、
①
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ

ン
対
ミ
ッ
テ
ラ
ン
の
討
論
、
②
候
補
者
逮
の
恒
常
性
と
変
化
、
③
右
翼
の
選
挙

民
達
の
動
揺
、
④
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
の
失
敗
、
を
論
ず
る
O

HM20片
(
』
白
血
ロ
〉
・
円
、
白
田
島
hvσ
口
同
師
会
wH白
〈
。

σ
z
-
m
-
U・同
V--H由
mwN・
ロ
。
.

m・匂
a
H

印。ω
同一凶

AF]戸.

フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

プ
ト
l
「
第
五
の
二
共
和
制
の
始
ま
り
の
状
況
」
は
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
の

出
現
以
前
の
第
五
共
和
制
の
憲
法
制
度
の
進
化
と
政
治
状
況
、
お
よ
び
こ
れ
と

対
称
し
て
左
翼
の
権
力
掌
握
後
の
権
力
行
使
の
状
況
1
1
継
続
性
と
変
革
の
展

望
ー
ー
に
つ
い
て
論
述
。
な
お
後
述
四
、
公
法
大
家
の
部
ワ
リ
l
ヌ
論
文
参
照
。

な
お
、
拙
稿
「
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
の
背
景
と
現
状
と
課
題
」
北
大
教
養
部
総

合
講
義
「
フ
ラ
ン
ス
」
原
稿
(
一
九
八
三
年
二
月
)
、
藤
村
信
「
さ
く
ら
ん
ぼ
う

の
実
る
と
き
」
世
界
一
九
八
一
年
一

O
月
号
、

zozz-
。
σ田
町
吋
〈
白
-
r
w
c
F

ロ
l
g
芯
4
・
5
∞N
(

ミ
ッ
テ
ラ
ン
は
約
束
を
守
っ
た
か
)
、

Z
l官
自
民
的

E
g
-
-
J
C
の

E
匂
O
C
E
O同
(
ミ
ッ
テ
ラ
ン
の
素
顔
)
一
九
八
一
年
度
、
等
。

F.目
-cwコ
阿
国
ロ
ロ
巾
・
山
口
同
VOZ〈。肝円少]戸山田∞
HU
ロ。・

H.

「
政
権
交
替
」
特
集
を
プ
ヴ
ワ
l
ル
誌
が
組
み
、
憲
法
・
政
治
・
比
較
・
歴

史
の
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
検
討
し
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。
ミ
ッ
テ
ラ
ン
権
力

出
現
直
前
の
も
の
。
交
替
後
、
同
誌

(
H
S
N・
ロ
0・
NC〉
が

E
m
g
n
Z
E

同
uozg町
を
特
集
し
て
い
る
。

わ
が
国
の
議
会
制
民
主
主
義
に
と
っ
て
は
、
「
政
権
交
替
」
が
現
実
に
可
能

と
な
り
か
つ
実
(
験
〉
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
最
大
の
教
訓
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
一
日
に
し
て
成
ら
ず
、

J
・
ジ
ョ
レ
ス
の
統
一
社
会
党
結
成

以
来
入

O
年
、
と
く
に
一
九
七
二
年
の
「
左
翼
連
合
」
結
成
以
来
一

O
年
の

不
断
の
努
力
の
あ
と
が
あ
り
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
の
指
導
下
の
社
会
党
が
、
保
守
政

権
に
対
し
反
対
す
る
だ
け
で
な
く
、
代
り
の
具
体
的
政
策
を
練
り
上
げ
、
ひ
ろ

く
国
民
に
広
報
し
支
持
を
も
と
め
て
い
た
こ
と
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。
社
会
党

の
政
策
文
書
と
し
て
は
、
例
え
ば
、

HM州民丘

ω。門戸田
-zz-Hν
吋
&
z
g
n
u
-仲間同町

句
。
ロ
円
-
由
回
り
門
田
口
円
巾
色
巾
回
目
ロ
ロ
ι

山由回∞
0
・
わ
【
ロ
曲
目
onrHロ
師
一
円
巾
仏
ロ
回
、
円
〈
吋
m-
同由∞
0

・

ω∞
HHU・一
ω。
n
E
g
g町
立
宮
内
凶
S
E
m
-
H
u
g
-
N
N∞
-u
・
等
。

の『曲目
U印
回
目
(
』
出
円
円
室
内
田
〉
・
戸
田
丘
町
田
MO--己
s
z
m
m
O
Z曲
目
白
〈
。

mAVUロ
σ]SEm-

市

-
C・】り
J

]

忌
∞
グ
叶
(
)
∞

HV・

J
・
シ
ャ
プ
サ
ル
「
第
五
共
和
制
下
の
政
治
生
活
」
は
、
大
家
の
筆
に
な
る

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
標
準
的
概
説
書
で
あ
る
。
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ソ
大
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統
領
の
末
期
ま
で
の
政
情
の
推
移
と
基
本
的
骨
組
み
と
問
題
点
が
わ
か
る
好

著
o
F
・
ゴ
ゲ
ル
の
高
い
評
価
が
あ
る
(
河
・
目

ω・
MM・-
S∞
ゲ
ロ
。
・

h
F

匂・

∞
CUPιf∞]=)。

ω
5
1
(
ω
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門
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町
)
・
円
、
何
回
可
田
忠
臣
四
℃
。
HF片山門戸口白色
m
w
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〈
o
H
N
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g
-
o
g
p
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白
目
的
l
]
白
Y
H
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d
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Y
H
N
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料

s
・
ジ
ュ
ー
ル
「
第
五
共
和
制
の
政
治
体
制
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制

資

の
政
治
生
活
の
体
系
的
概
観
で
あ
り
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
交
替
の
直
前
ま
で
を

扱
っ
て
い
る
。
諸
カ
と
反
対
的
諸
力
(
世
論
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
圧
力
集
団
、

政
党
)
、
戦
略
と
再
編
成
(
多
数
と
反
対
と
の
弁
証
法
、
多
数
|
連
合
か
多
元

主
義
か
、
反
対
i
集
中
か
対
極
化
か
)
、
諸
テ

I
マ
と
そ
の
変
数
(
非
植
民
地
化
、

制
度
問
題
、
諸
制
度
、
経
済
社
会
問
題
、
対
外
政
策
〉
、
諸
制
度
と
実
態
状
況

(
実
存
的
制
度
、
大
統
領
主
義
的
制
度
、
交
替
と
継
承
)
に
分
類
し
て
簡
潔
に

ア
グ

νグ
エ

論
述
さ
れ
て
い
る
。
同
教
授
に
は
、
円
、
担
当

m
M
5
z
t
o
s
s
-
-
Eロ
2
8
5

(
本
誌
二
九
巻

】
白
〈
。
岡
山
在
ロ
E
-
A
Z
P
冨

B
R
F
2丘町
g・
5
3
が
あ
る

二
号
二
二
七
頁
で
紹
介
。

N
E
-
-
S∞
N・
2
N
ア
河
-
m，・

ω・M
M

・-gg-
ロ
0
・

品
1
印噂同
y
∞印印
1
∞
ミ
・
で
高
く
評
価
〉
。

ロ
口
町
田
B
何
日
(
。
-
芝
山
内
吋
)
・
戸
国
間
同
ロ
n
y
目
立

Z
ぐ。岡山凡印刷】ロ
σロ
D
G角

川

w

同M
・
C-

同叩
.. 
H

申∞
0
.

日∞由同
u

・

0
・
デ
ュ
ア
メ
ル
「
フ
ラ
ン
ス
左
翼
と
第
五
共
和
制
」
は
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政

権
出
現
ま
で
の
第
五
共
和
制
下
の
左
翼
に
か
ん
す
る
決
定
版
と
い
っ
て
よ
い
基

本
的
大
著
で
あ
る
。
第
一
部
「
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
拒
否
」
、
第
二
部
「
漸
新
的

受
容
」
、
第
三
部
「
利
用
の
可
能
性
」
と
い
う
歴
史
的
段
階
に
区
分
し
、
詳
細
な

実
証
的
資
料
に
基
づ
き
重
要
な
問
題
点
に
分
析
を
加
え
て
い
る
。
第
五
共
和
制

憲
法
と
左
翼
・
反
対
党
の
動
態
に
つ
い
て
、
最
良
の
研
究
書
。
河
・
司
・

ω・
ア

zs・ロ
0
・
N
-
H
y
t
十
主
∞
に
J
・
シ
ャ
プ
サ
ル
の
高
い
評
価
と
詳
し
い
検
討

が
あ
る
。
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H
J
凶
己
同
巴
印
(
旬
開
田
口
i
わ
F
ユ
由
江
田
口
)
・
戸
田
弘
氏
江
口
c
n
E
E刊
の
Z
n田
EFmロロ
P

可
-
C
-
司
・
・
一
志
∞
ゲ
Mω

印匂・

プ
チ
フ
ィ
ス
「
ジ
ス
カ
ー
ル
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
は
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス

タ
ン
の
政
治
体
制
観
、
政
治
的
ス
タ
イ
ル
、
支
持
政
党
と
支
持
者
逮
等
、
総
合

的
・
体
系
的
に
検
討
し
て
い
る
。

回
り
釦
4

〈
。
円
四
ロ
(
岡
、
。
巳
印
)
w

由。
cmw
】
回
忌
円
相
口
同
・
。
P

Z
同片岡
O
ロ
白
ロ
出
回
江
O
ロ
曲
四
件

。
。
ロ
由
民

g
t
o
p
H
M円
g
m
g
d
E〈
凸
円
即
日
件
同
月
四
回
門
弓
〉
定
{
富
由
吋
由
巳

-FMwn。.

ロ
0
5呂
田
、
早
沼
、
臼
認
可
・

フ
ァ
ヴ
ォ
ル

i
編
「
国
有
化
と
憲
法
」
は
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
の
最
大
の
政

策
の
一
つ
と
し
て
の
国
有
化
法
の
合
意
性
を
め
ぐ
る
解
説
、
諸
見
解
、
諮
問
に

対
す
る
意
見
、
各
議
院
議
員
の
請
求
原
因
、
国
民
議
会
社
会
党
議
員
団
の
覚
え

書
き
、
一
九
八
二
年
一
月
一
六
日
憲
法
院
判
決
(
一
部
違
憲
)
、

月
一
一
日
憲
法
院
判
決
公
口
憲
〉
、

一
九
八
二
年
二

一
九
八
二
年
二
月
一
一
日
国
有
化
法
、
が
収

録
さ
れ
、
全
貌
を
正
確
に
知
り
検
討
す
る
た
め
の
基
本
資
料
文
献
と
い
え
る
。

p
c
n
F包
円
四
(
司
門
田
ロ
明
0
2
)
・円、問。。ロ町内
W
F
-
m
u
o
ロ凹丘一戸
H
2
0
ロロ巳・戸川町∞
0
・
リ
ュ

シ
ェ

l
ル
「
憲
法
院
」
、
句
。
ロ
〈
包

g
誌
(
忌
∞
。
唱
ロ
0
・
5
)
窓
法
院
特
集
、
と
く

に
フ
ァ
ヴ
ォ
ル

l
の
ご
九
八
一
1

一
九
八
二
年
憲
法
判
例
」

auHJ
呂
田
、

ロ0
・

8
が
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
後
の
憲
法
院
判
例
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
後
述
九
、
参
照
。
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F
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E
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E
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広
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田
町
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国
同

g
n
y
g

-
ロ
田
仲
芹
ロ
巴

Oロ
ロ
四
】
]
冊
目
白

OE田
釘
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OHNFH】ロ
σロ
向
山
口
開
(
回
・
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・
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の
り
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HU吋
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フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

マ
ス
ク
レ
「
代
議
士
の
役
割
お
よ
び
第
五
共
和
制
下
に
お
け
る
そ
の
制
度
的

拘
束
」
は
、
国
民
議
会
議
員
が
国
民
代
表
と
し
て
独
立
し
て
十
分
な
活
動
を
な
し

え
ず
、
如
何
に
政
党
と
選
挙
区
に
従
属
し
、
地
方
公
共
団
体
の
役
職
(
市
長
、
議

員
)
と
の
兼
職
に
よ
っ
て
精
力
を
う
ば
わ
れ
て
い
る
か
、
第
五
共
和
制
の
制
度

的
お
よ
び
実
際
的
束
縛
に
つ
い
て
詳
細
・
実
証
的
・
体
系
的
に
論
述
し
て
い
る
。

g
g
n
-
Z
G
1。
-
y
dロ
品
九

VMg広
匂
C
Z
円

ρ
ロ
C
山
内
回
目
門
町
噌
司

-
d
匂

-Lmug-

NN∞
も
・

右
著
作
の
普
及
版
。

〉

σ
o
E
ハ
z
k
o
g加
Y
H
M
g内
相
酬
明
日
。
ロ

u
u
s
c片
少
明
日
但

B
R
H
O
P
S巴
レ
ψMHY

ア
プ
l
「
議
員
と
い
う
職
業
」
は
、
国
民
議
会
議
員
の
体
験
に
基
づ
く
記
述
。

呂

田

邑

B
G
Eロ
y
円
四
忠
口
忠
弘
四
釘
ぐ
。
同
守
口
豆
町

o
c
p
広
内

0
2
5
2

2
ロ

ocJ『

g
p
M
w
gロ
o
s
u
p
g
g噌
同
t
印
当
日
】
・

マ
ス
テ
ィ
ア
ス
「
第
五
共
和
制
下
の
元
老
院

i
l改
革
と
革
新
」
は
、
元
老

院
の
歴
史
と
役
割
と
改
革
問
題
を
詳
論
。

ω白
同
企

(Fcn)w
戸
巾
句

m
E
O
B
m三
時
門
戸
冊
目
片

E
Z
b
m
-
g
-
o
F
円
己
主

wzp

-m凶
『
同
一
早
出
円
同
三
。
ロ

O
ロ
砂
て
白
句
。
門
。

σ同
件
目
。
ロ
門
日
開
由
巾
ロ
岡
田
岡
担
問
戸
内
w
ロ
片
山
山
山
口
一
竹
内
吋
口
同
a

氏
。
口
出
口
H

U

(

回
・
。
・

ω-HM・〉
w
F・
O
-
ロ-
U

『・・戸也、吋

mvwHUH-u・

サ
イ
ジ
「
議
会
と
条
約

l
1
国
際
的
約
束
の
批
准
ま
た
は
承
認
に
関
す
る
法

律
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
批
准
・
承
認
法
律
の
性
格
お
よ
び
そ
の
投
票

(
修
正
権
の
限
定
的
役
割
を
含
む
)
に
つ
い
て
の
検
討
を
ま
と
め
て
い
る
。

口
氏
自
同
(
何
回
国
自
国
ロ
ロ
巾
】
〉
噌
円
、
白
吋

bn日間
ugn-広
間
口
仏
門

o
x
z
z
B
E
E
Oロ
と
・

Ht
の

-
U・し『
-wH由
∞

0
・
ω斗
品
匂
・

ド
コ

l

「
国
際
法
に
お
け
る
相
互
性
」
は
、
①
義
務
の
創
設
に
お
け
る
相
互

性
、
②
義
務
の
執
行
の
特
定
条
件
と
し
て
の
相
互
性
、
③
義
務
の
制
裁
に
お
け

る
相
互
性
に
つ
い
て
、
体
系
的
に
、
詳
細
・
実
証
的
に
解
明
し
て
い
る
。
②
に

お
い
て
、
第
四
共
和
制
(
一
九
四
六
年
)
窓
法
前
文
の
「
平
和
の
組
織
と
防
衛

に
必
要
な
主
権
の
制
限
に
」
「
相
互
性
の
留
保
の
も
と
に
」
同
意
し
て
い
る
(
第

五
共
和
制
滋
法
も
継
承
)
こ
と
の
解
釈
、
お
よ
び
第
五
共
和
制
三
九
五
八
年
〉

憲
法
五
五
条
の
規
定
す
る
、
「
条
約
は
、
そ
の
条
約
が
他
国
に
お
い
て
も
適
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
留
保
に
お
い
て
、
国
内
法
律
よ
り
優
越
す
る
権
威
を
も

っ
」
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
ま
た
司
法
裁
判
所
の
「
相
互
性
」
適
用
状
況
に

つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
部
分
(
一
六
一

l
一
八
一
三
頁
)
は
、
憲
法
学
者

に
も
有
益
で
あ
る
。

北法34(3-4・201)657 

〉
白
血
円
何
者
印
(
宅
三
位
呂
の
・
)
・
出
O
R
S白
ロ
ロ

(
ω
Zロ
-
3
Q
m
p・
斗
}
回
目
司
之
さ

MNoucg山
口
出
片
片
耳
目
ロ
片
予

ω
g
s
d
E〈
四
円
回
伊
丹
可

O同
Z
問
看
J

問
。
ユ
内
司
円
四
回
目
・

同
由
∞
0
・
M内
〈
ロ

H1mMM
司・

ア
ン
ド
ル
l
ス
、
ホ
フ
マ
ン
一
編
「
二

O
才
の
第
五
共
和
制
」
は
、
二
四
名
の



料

共
著
。
政
府
、
政
治
勢
力
、
経
済
、
社
会
・
文
化
、
対
外
・
国
防
政
策
の
五
部

門
に
わ
た
る
総
合
的
研
究
文
献
と
し
て
、
参
考
に
な
る
(
河
・
匂
・

ω
-
P
L
U∞NW

資

S
・
M
-
H
】・
N
g
f
N
∞H

書
評
参
照
〉
。

。印戸市〈田口片
21(HM-21H1巾
V

F
目
ωPHU同
門
田
己
。
ロ
色
町
て
開
問
戸
山
田
町
市
同
島
町
弓
開
口
。
】
四
日

MZHmw
国
司
21H・M可即時一

FAroロ
M内口同・司回一可同一円《
F
H
∞∞ゲ

AH∞印匂・

シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
「
教
会
と
学
校
の
分
離
、
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ィ
と
レ
オ
一
三

世
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
の
学
校
に
お
け
る
政
教
分
離
問
題
に
つ
い
て

の
、
貴
重
な
文
献
。

。白
σ田口町一『
O

(
明日
1白ロロ町田一)・何回
mwHWFg』吋

-mH
ロ
04hFOロ
〕
広
江
角
出
向
山
口
開

ロロ
Z
田口
n
p
(∞・

0
・句
-
Y
F
・。・

0
・
H-
同由∞
y
u
m
M
司・

F
・
カ
パ
レ
ロ
「
公
害
の
法
律
的
観
念
に
つ
い
て
の
考
察
」
は
、
公
害
に
対

す
る
「
生
態
学
的
公
序
」

(
F
E
B
匂三)戸
F
n
b
g
-
。岡山

ρ5)
と
い
う
新
し
い

観
念
に
も
と
づ
き
、
公
法
お
よ
び
私
法
に
ま
た
が
る
体
系
的
考
察
を
加
え
た
、

注
目
す
べ
き
文
献
で
あ
る
。
第
一
篇
、
公
害
と
客
観
法
、
国
家
に
よ
り
対
処
さ

れ
る
公
害
の
観
念
(
序
章
、
生
態
的
公
序
の
公
害
、
一
部
、
公
害
の
観
念
・
生

態
的
公
序
の
妨
害
、
生
態
的
公
序
の
諸
原
則
、
二
部
、
公
害
観
念
に
お
け
る
生

態
的
公
序
の
寛
容
、
生
態
的
公
序
の
内
的
お
よ
び
外
的
な
諸
矛
盾
)
、
第
二
篇
、

公
害
と
主
観
的
諸
権
利
、
私
人
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
る
公
害
の
観
念
(
近
隣
者

の
権
利
と
義
務
、
一
部
、
近
隣
関
係
の
妨
害
と
し
て
の
公
害
、
近
隣
関
係
妨
害

の
基
準
、
二
部
、
近
隣
関
係
の
寛
容
と
し
て
の
公
害
の
観
念
、
生
態
的
損
害
へ

の
無
関
心
)
お
よ
び
結
論
と
し
て
の
、
公
害
と
予
見
的
法
♀
g
x
-
V
5
4
2
E

E
)
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。

北法34(3-4・202)658 

。
。
可
(
嗣
N
a
B
Oロ
5
・
M
M
g
Z
2
5ロ
a
m
w
E
H
A
回
Z

5
・
吉
凶
・
ハ
U・〉【凶ヨ宮山田仲・

門出昨日
Hi--P凶mn日ロロ
-mwAF白川
Y

目。
AV件同也∞
N
・同
Y
H
i
N
印・

R
・
ゴ
ワ
「
自
然
の
保
護
」
は
、
生
態
学
的
研
究
(
時
間
的
・
物
的
適
用
領

域
、
影
響
調
査
制
度
、
争
訟
手
続
)
お
よ
び
自
然
保
護
の
突
体
的
規
制
(
動
植

物
の
生
存
の
保
護
、
自
然
的
空
間
の
保
護
)
、
組
織
的
規
制
(
公
的
機
関
、
自

然
・
環
境
保
護
団
体
)
に
つ
い
て
体
系
的
に
解
明
、
密
度
の
こ
い
文
献
。
な
お

0. 
m 

同
教
授
の
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
騒
音
対
策
の
法
」
に
つ
い
て
の
講
演
邦
訳
参

照
(
本
誌
三
二
巻
一
号
一
二
九
頁
以
下
)
。

円

uyhF同町
-
2
(回り門出一口
AUO山
田
)
巾
片
岡
ν
Z
F
m
円ll
問。ロ
n
y
ロ
叩
円
(
閉
山
〈
冊
目
吋
同
回
目
)
・
戸
市
mw

n
oロ
nmH】
己
。
ロ
凹
℃
。
ロ
巴
門
戸
口
町
田

b
E
M
M向。

ω
F
p
n
-
P
H
ω
-
C
・明・・

]FUmwYHO∞∞匂・

シ
ャ
ト
レ
、
ピ
ジ
ェ
・
グ
シ
ュ
ネ
ル
「
二

O
世
紀
の
政
治
的
諸
概
念
」
は
、

今
位
紀
の
政
治
的
諸
思
想
を
独
自
の
国
家
論
の
体
系
に
よ
り
総
括
し
て
お
り
、

新
種
の
基
本
文
献
と
い
え
る
か
と
思
う
の
で
、
こ
こ
に
メ
ン
シ
ョ
ン
し
て
お
く
。

ロ
己
〈
開
n
n
z
g
(の
FC吋問
5
)
・回、田

U
A
V
n
g門担昨日
0
ロ
品
開
曲
。
円
。
広
師
会
凶
て
F
0
・

5

5
叩
兄
島
ロ

n
x
o
u『
何
ロ
仏
国
ロ
田
】
出
回
N
P
4
0
Z昨日。ロ同門出ロ
2
2
p
何色
-
-
Z由閃国司門
Y

N
P
S
由
主
4
5司

(
Z
E
E
-
呂町

8
・
3
匂・

デ
ル
・
ヴ
ェ
ツ
キ
オ
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
人
間
と
市
民
の
権
利
の
宣

守
一
口
」
の
法
哲
学
的
研
究
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
へ
の
貢
献
」
シ
リ
ー
ズ
の
一



っ
と
し
て
、
再
版
と
な
っ
て
出
版
さ
れ
、
改
め
て
味
読
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に

注
目
し
て
お
く
。

ロ
ロ
ゲ
o-
由
(
』
和
田
口
l
M
M

同
三
)
u

円
、
叩
円
。
ロ
可
色
白
血
色
S
Z
U守
山
同
氏

hX同豆目的回目
B
巾
ロ
同
匂
ロ

zrp「
。
・

0
・H
3
H
申∞
N
・日一山∞
HU
・

デ
ュ
ヴ
ォ
ア
「
公
施
設
に
対
す
る
行
政
的
統
制
」
、
お
よ
び
、

田
口
門
戸
巾
由

フランス公法最近事情および文献覚え書き(1980-1983) 

月
刊
向
。
己
邑

(ω-goロ
シ
円
、
が
円
件
白
色
町

z
z
-
z
g
己

g
x
E
S山口一師同吋同門広

内吋田口柏田
Z
・円、.。
-
U
・】
-
-
H
申∞
N
・印一凶由。.

ル
グ
l
ル
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
後
見
行
為
」
の
両
大
著
は
、
一
九

入
二
年
出
版
の
公
法
博
士
論
文
の
双
壁
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
行
政
的
統
制
に

お
け
る
現
代
行
政
国
家
の
先
端
的
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
自
律
性
を
尊
重
し
つ

つ
、
如
何
な
る
仕
組
み
と
性
格
の
統
制
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
行
政
の

「
後
見
行
為
」
の
特
殊
な
形
態
と
性
質
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
日
本
に
お

け
る
行
政
的
諸
統
制
や
「
行
政
指
導
」
等
と
対
比
し
て
み
れ
ば
興
味
深
い
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
雨
著
の
理
解
と
評
価
は
、
余
程
腰
を
す
え
で
か
か
ら
ね
ば
な

ら
ず
、
こ
こ
で
は
右
一
言
の
紹
介
に
と
ど
め
る
。

い
「
白
白
ロ
ロ
四
国
ロ
(
回
目
ロ
O
X
)
・
戸
田
一
日
Mbo--同
巾
仏
巾
凹
℃
門
戸
口
円
山
円
】
白
血

mhvロ
恥
吋
同
ロ
同

a
z

nHgxp
宗
℃
円
再
三
、
白
色

Z
R日
間
】
夕
日
口
開
宮
内
凶

2
2
a
o
n
c
g
g
g
色
ロ
わ
O
ロ・

印m
w
-
-
q
H
W
仲田円、ロ。・
ω
ω
(
H
U
∞]戸
l
H
U
∞N
)
・
HU
・
ω
ω
!品
バ
ア

B
・
ジ
ャ
ン
ノ
l
「
時
の
試
練
に
た
つ
法
の
一
般
原
則
の
理
論
」
は
、

五
四
年
博
士
論
文
と
し
て
「
行
政
裁
判
例
に
お
け
る
法
の
一
般
原
則
」
を
出
版

し
た
同
教
授
(
ポ
ワ
チ
エ
大
学
教
授
、
法
学
部
長
、
学
長
を
経
て
、
現
在
パ
リ

第
二
大
学
教
授
)
が
、
第
五
共
和
制
下
に
、
と
く
に
憲
法
院
の
判
例
も
加
わ
っ

て
「
法
の
一
般
原
則
」
が
如
何
な
る
現
状
と
意
義
を
も
つ
か
に
つ
い
て
、
体
系

的
に
総
括
し
た
好
論
文
。

J
・
リ
ヴ
エ
ロ
、
兼
子
仁
、
磯
部
力
、
小
早
川
光
郎
訳
「
ブ
ラ

γ
ス
行
政
法
」

一
九
八
二
年
、
三
五
七
頁
。

東
京
大
学
出
版
会
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
優
れ
た
体
系
書
の
優
れ
た
邦
訳
が
出
版
さ
れ
た
こ
と

を
、
日
仏
公
法
学
の
相
互
理
解
と
協
力
の
前
進
の
そ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
、
心

か
ら
慶
賀
し
た
い
。

一
二
、
官
僚
制
・
行
政
学

切回巾
n
S
F
回目(明・円凶何一〉
-
C
Z叩
口
出
。
ロ
ロ
O
G
-
-
ド
・
)
白
押
印
7
・
〉
。

g
z
u門司同
Z
O
口

四
件
匂
O
Z
己
A
己
目
的
O
C
∞
-
田
〈
α

河血中旬
z
z
-
A
E
P
同
》
『
目
的
印
冊
目
山
岳
山
-
田
句
。
ロ
仏
印
位
。
ロ

ロ恒昨日
0
ロ白

-o
色白血

ωn-oロ
nom同

M
O
-
-
Z
D
ロ
O
印唱]{申∞]「

ω由∞日
u
・

ベ
ッ
ク
、
ヶ
ル
モ
ン
ヌ
編
著
「
第
五
共
和
制
の
も
と
に
お
け
る
行
政
と
政
治
」
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は
、
高
級
官
僚
(
ベ
ッ
ク
国
務
院
審
議
官
や
グ
ル
ネ
l
会
計
検
査
院
審
議
官

ら
)
、
研
究
者
・
大
学
教
授
ら
、
こ
の
方
面
の
専
門
家
一
五
名
に
よ
る
、
「
政
治

九

制
度
の
不
可
分
の
部
分
と
し
て
の
行
政
」
お
よ
び
国
家
権
力
の
頂
点
に
お
け
る

高
級
官
僚
の
政
治
的
役
割
等
に
つ
い
て
、
多
角
的
・
具
体
的
・
総
合
的
な
研
究

成
果
と
し
て
、
重
要
な
文
献
で
あ
る
。
河
-
司
・

ω・司
-wgg-
ロ
0
・
N
-

目y
N
叶日
l
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N

∞
。
・
に
紹
介
と
、
詳
し
い
批
判
的
検
討
と
問
題
提
起
が
あ
る
。

。
$
8
9
2
4〉
w
戸冊目

noロ
凹
即
日
開
門
白
色
ロ
】
J
b
m
E
g
y
円
凶
刊
の
伊
国
吋
-
2

資

内
回
目
。
田
口
口
白
砂
〈
即
】
AV3、
の
仲
間
円
由
同
・
仏
内
何
回
g
z
m
w
同V・
C-
司
--HU∞
cw]F由
mv
℃・

コ
l
エ
ン
「
大
統
領
の
顧
問
達
、

i

l
ド
ゴ

l
ル
か
ら
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス

タ
ン
ま
で
」
は
、
大
統
領
側
近
の
顧
問
達
の
仕
組
み
、
影
響
力
、
問
題
点
を
体

系
的
に
解
明
し
た
入
門
に
恰
好
の
文
献
。
同
州
-
H
り・

ω-m・
5
∞H
・

s-ω
・回以・印宮!日

書
評
参
照
。

。叩
σ
E凹
n
v
色
町
民
-
g
)
-
F・
巴
可
田
宮
内
凶
bJS回
目
?
と
σ
z
z
-
n
F
m
y
g
s・

NOHHY 

デ
パ
シ
ュ
『
ヴ
ェ
ー
ル
を
ぬ
い
だ
エ
リ
ゼ
宮
』
は
、
一
九
七
八
年
か
ら
一
九

八
一
年
の
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
大
統
領
の
更
迭
ま
で
、
同
大
統
領
の
「
教

育
、
青
年
、
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
」
関
係
の
顧
問
と
し
て
任
命
さ
れ
(
そ
れ
ま
で
、

一
九
七
三
七
八
年
は
、
エ
ク
ス
・
マ
ル
セ
イ
ユ
大
学
長
、
一
九
三
七
年
生
れ
〉

勤
務
し
た
、
行
政
学
者
デ
バ
シ
ュ
の
大
統
領
府
の
内
部
か
ら
の
観
察
・
一
種
の

曝
露
記
録
で
あ
り
、
す
ば
し
こ
く
抜
け
目
の
な
い
し
た
た
か
さ
が
う
か
が
わ
れ

る
。
超
政
府
で
も
単
な
る
プ
レ
イ
ン
・
ト
ラ
ス
ト
で
も
な
い
、
大
統
領
府
の
生

き
た
構
成
、
機
能
、
生
態
が
う
か
が
わ
れ
(
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
時
代
後

期
に
つ
い
て
で
あ
る
が
可
参
考
に
な
る
。
大
統
領
顧
問
の
任
命
、
職
務
、
大

統
領
補
佐
集
団
の
生
活
、
大
統
領
の
役
割
、
首
相
・
大
臣
と
の
関
係
、
政
府
部

内
の
調
整
、
閣
議
、
演
説
、
情
報
、
旅
行
、
政
治
関
係
、
等
の
叙
述
は
生
き
生

き
と
し
て
具
体
的
で
あ
る
。

HN・0
・同
J

E
∞
Nw
ロ
0
・
P
同u
-
E立
・
書
評
参
照
。

ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
に
な
っ
て
か
ら
、
ど
う
変
っ
た
か
、
変
ら
ぬ
か
興
味
が
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あ
る
。
な
お
、
大
統
領
府
に
つ
い
て
の
研
究
に
、
忌
曲
目
印
O
Y
〈
2
ユ
mw吋
(
本
誌

二
八
巻
二
号
三
四
九
頁
)
文
献
が
あ
る
。

。巾
σσ
回目
nF(muy-YHM芯
田
区
叩
ロ
門
会
wgHNhv-uzz-ρ
ロ
mw
何
件
-
印
刷
ν
吋
m
g
-
2

富
山
口
町
田
可
向
島
田
口
印
日
町
田
3
5
5
m
℃
o-FZSC開
会
w
g
〈。

HNFH】ロ
Z
5
5巾・

ロ
ロ
巴
。
口
弘
巳
O

吋

m-U-m-
忌
∞
N
-

ロ
0
・
印
・
℃
-
ロ
叶
印
ロ

E
・
は
、
大
統
領
と

首
相
と
の
関
係
は
、
「
二
重
奏
」
と
い
う
よ
り
は
る
か
に
「
決
闘
」
の
イ
メ
ー
ジ

に
近
く
、
大
統
領
は
執
行
府
の
「
絶
対
的
な
主
人
で
は
な
く
」
、
七
年
間
の
職

務
期
間
中
の
日
常
的
行
動
に
よ
る
「
判
定
勝
」
ち
を
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
結

論
し
て
い
る
。

吋
F
E
E
-四
円
(
の
ロ
可
)
・
戸
開
田
口
出
σ
5
2回
目
5
5芯門戸
m
F
H
Y
C
-
H
Y
0・凹・
l

戸

HU∞
N
-
H
N∞℃・

チ
ュ
イ
リ
エ
「
諸
省
大
臣
官
房
」
は
、
小
論
な
が
ら
、
第
四
共
和
制
以
前
に

政
府
の
不
安
定
性
を
補
う
安
定
的
要
素
で
あ
っ
た
が
、
第
五
共
和
制
下
に
安
定

し
た
政
権
の
も
と
、
大
統
領
と
首
相
府
の
聞
に
、
務
省
大
臣
(
官
房
)
が
自
作

性
を
失
な
っ
て
き
た
傾
向
を
指
摘
し
て
、
興
味
が
あ
る
(
月
・
司
・

ω-HY-
思
∞
N

・

ロ
0
・A
H
l
p
H
U
・∞印、吋・〉
o

nuえ
y
mユ
ロ
叩
(
問
。
σ巾
円
丹
〉
伺
同
吋
F
5
-
-
Z円
(
の
ロ
M1)"p・2
吋巾一白色
5
5
2可
見
広

2
コ
ロ
g
m
Fロ
包
同
開
・
開
円
。
ロ
O
B
F
E
-
冨
∞
N-HN回
目

u・



カ
ト
リ
l
ヌ
、
チ
ュ
イ
リ
エ
「
行
政
で
あ
る
こ
と
と
想
像
力
」
は
、
フ
ラ
ン

ス
行
政
界
の
心
理
学
的
内
省
の
書
と
し
て
面
白
い
。
噺
弄
、
不
幸
、
荒
野
、
視

線
、
友
人
、
夢
、
疑
い
、
退
屈
、
不
眠
、
忘
却
、
不
誠
実
、
昇
進
、
不
感
症
、

盲
目
、
と
エ
ッ
セ
ー
風
に
叙
述
。

....， 
俳句

SF  
イ3 出
包.可
f、 (J)

eT ~. 
巳ロ
I'l ~ 
口「下
町

r、
同μ 」・4

目品

回・ 同

ロ c
炉。
炉司t

B E 
但，.... 
H ・ Z寸

兵 己
同門

ro ro 
I'l ∞ロ巾。

話量
白~.
吋』白

人口
r可巾

ro 
〈

::l t""' 回、.
己目
ー口a

F 旨
] 戸・

c ロ
問同・

戸 11
8E 
"" '!=' S 

ジ
ャ
ン
・
フ
レ
イ
シ
ネ
「
官
僚
制
的
な
る
も
の
|
|
情
報
機
に
直
面
す
る
フ

フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

ラ
ン
ス
行
政
」
は
、
行
政
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
情
報
化
に
つ
い
て
(
情
報
機
の

装
置
、
行
政
職
務
の
自
動
化
、
情
報
機
の
統
合
の
問
題
〉
、
つ
い
で
、
情
報
機
に
よ

る
変
革
の
契
機
に
つ
い
て
(
情
報
機
と
行
動
へ
の
支
援
、
情
報
機
と
行
政
の
構

造
、
情
報
機
と
行
政
法
、
情
報
機
と
公
務
員
、
行
政
部
の
情
報
機
と
被
行
政
者
お

よ
び
市
民
と
の
関
係
〉
、
体
系
的
に
叙
述
、
批
判
的
検
討
を
加
え
て
い
る
。
情
報

機
化
が
行
政
部
内
外
に
わ
た
り
殴
昧
さ
を
も
た
ら
し
つ
つ
、
全
面
的
に
静
か
に

変
え
つ
つ
あ
る
実
態
に
つ
き
、
現
代
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

同¥同
n
n宮
白
ロ

H
仏。

2
5
2
2
白色

B
Z
U同
z
z
p
w
Z
H
N
3
-
u
o吋
件
。
冊
。
。
自
・

5
2回
目
。
ロ
円
円
〉

n
n宮
田

口

H
U
0
2
5
8仲
田
包
自
由
三
田
口
三
即
時
印
喝
円
同
ロ

0
2・

ヨ四ロ

g昨日
0
口
明
，

E
ロ
2
2タ
巴
∞
Y
H
∞A
P
U
-

「
行
政
的
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
」
、
行
政
的
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
委
員
会
報

告
書
は
、
一
九
七
九
|
入

O
年
の
調
査
検
討
結
果
を
国
務
院
請
求
審
査
官
D
・

ジ
ャ
ニ
コ
が
総
括
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
状
分
析
と
し
て
、
誰
が
行
政
資

料
に
接
近
し
う
る
か
、
如
何
な
る
行
政
部
が
開
示
の
義
務
を
負
う
か
、
そ
の
手

続
、
開
示
し
う
る
資
料
と
開
示
し
え
ぬ
資
料
、
に
分
け
て
説
明
、
後
半
で
改
善

コ
ミ
ユ
一
一
カ

γ
オ
ン

提
案
(
行
政
的
開
示
に
つ
い
て
の
情
報
と
調
整
の
努
力
の
発
展
、
行
政
的
情
報

へ
の
接
近
に
対
す
る
情
報
の
改
良
)
お
よ
び
同
委
員
会
の
意
見
集
の
整
理
、
お

よ
び
関
係
資
料
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。

E
2
X
E
Hロ
件
。
『
ロ
同
己
。
ロ
白
戸
色

gω
巳

g
n
g
〉

ιszu可
担
件
目
ぐ
巾
師
、
戸
内

忠
良
市
仲
包

B
5
2可
忠
広
島
田
口
凹

-
2
宮
3
e
z
-
o匂
耳
目
"
わ
ロ
』
白
凹
・

5
吋
戸

ω∞
日
間

y
行
政
学
国
際
研
究
所
編
「
発
達
し
た
諸
国
に
お
け
る
行
政
秘
密
」
は
、
ス
カ

ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
、
西
欧
、
東
欧
、
北
米
の
一
二
ヶ
国
の
各
国
の
報
告
に
も
と
づ

く
総
括
報
告
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

UFω
門

m
w
p
w
H
M
O

ハ
〉
-
即
日
ロ

ν
戸
田
匂
同
門
昨
日
n-℃
白
色
O
ロ
品
。
回
同
O
ロ
ロ
立
。
ロ
ロ
白
山
門
町
田

n
Z
F
Z
酔
-
白

4-m

旬。-
R
E
E
P

円、.。
-
U
-
H
Lー
由
吋

m
r
ω
ω
ω
-
u・

「
文
民
公
務
員
の
政
治
生
活
へ
の
参
加
」
は
、
行
政
と
政
治
、
公
務
員
の
政

治
的
諸
権
利
(
そ
の
承
認
(
英
米
と
の
比
較
)
、
意
見
の
自
由
、
表
現
の
自
由

と
留
保
、
公
務
員
の
政
治
的
行
動
、
選
挙
と
の
関
係
)
、
選
挙
ま
た
は
大
臣
的

職
務
の
公
務
員
(
兼
職
禁
止
の
場
合
、
兼
職
可
能
な
場
合
)
に
つ
い
て
、
体
系

的
に
、
法
律
上
の
問
題
点
を
解
明
す
る
と
同
時
に
、
行
政
社
会
学
的
に
公
務
員
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と
く
に
高
級
官
僚

(
E
-
N
-
A
出
身
者
)
の
自
由
か
つ
増
大
す
る
政
治
生
活

へ
の
関
与
(
「
公
務
員
の
共
和
国
」
と
呼
ぶ
者
す
ら
出
て
く
る
〉
の
動
向
を
明
ら
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か
に
す
る
。

同ν21開口同凶叩凹
(
H
O
帥恥一)・

p
d
H
A〉
・
〈
O
M
可
国
何
冊
目
ロ
ロ
目
白
可
m
b
m
-
d
g
y
同M
国H
・2
・

資

n
v
o
己
l
明
白
可
。
]
}
P
]
F
m
w

∞ゲ
ω
C
A
F
M

】・

ベ
レ
シ
ュ
「
レ
ナ
|
|
国
家
中
枢
へ
の
旅
」
は
、
「
政
治
と
権
力
の
遭
遇
点
」

と
し
て
の
「
国
立
行
政
研
修
所
」
と
そ
の
卒
業
生
の
役
割
の
全
貌
に
つ
い
て
の

実
態
解
明
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
有
・
明
・

ω
七
J
S戸
ロ
0
・印
ia-
匂・

5
叶印
l

H
O
吋由)。

開

n
o
-
m
Z白
色
。
ロ
色
白
色
.
〉
向
日
B
E
U可
国
広
。
ロ

ら
れ
て
お
り
、

は
た
え
ず
改
善
策
が
こ
う
ぜ

一
九
八
二
年
の
改
革
(
入
試
お
よ
び
修
学
制
に
つ
い
て
)
お
よ

び
一
九
八
三
年
の
改
革
(
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
に
留
保
さ
れ
た
「
第
三
の
道
」
に

よ
る
入
試
と
そ
の
特
別
の
修
学
制
に
つ
い
て
)
に
か
ん
し
て
は
、

E
-
N
-
A

(
一
般
的
法
文
資
料
)
斗

R
R由
主
ロ
円
相
早
同

m
z
b
E
Y
E
-
∞M
l
口
由
(
一
九

八
二
年
九
月
二
七
日
政
令
)
口
。
・
毘
1
5日
(
一
九
八
二
年
一

O
月
一
四
日
決
定
)

お
よ
び
ロ
。
.
∞
ω1目
印
(
一
九
八
三
年
三
月
二
二
日
政
令
・
決
定
)
参
照
。
従
来

数
質
と
も
に
優
勢
だ
っ
た
二
七
才
未
満
の
学
生
入
学
者
に
対
し
、
そ
れ
と
同
数

の
三
六
才
未
満
の
公
務
員
経
験
入
学
者
(
一
九
八
二
年
改
革
)
お
よ
び
四
一
才

未
満
の
入
学
者
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
一
九
八
三
年
改
革
)
こ
と
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
詳
細
は
別
稿
に
)

0

ま
た
、
同
所
事
務
局
長
シ
ェ
ル

(m-muZ口
問
)
氏
の
河
内
ヨ

5
〉仏

B
Z
F
2・

E
己
認
お
よ
び
エ
ナ
の

O
B誌
司
『
O
B
O
Z
O
ロ
印
上
の
の
可
。
三
円
山
口
叩
が
参
考

に
な
る
。
同
局
長
は
筆
者
の
一
九
六
八
年
の
訪
問
研
究
時
既
に
同
職
に
あ
り
、

其
後
一
貫
し
て
親
切
に
情
報
を
提
供
し
て
下
さ
っ
て
お
り
、
問
所
の
生
徒
達
の

親
身
の
世
話
を
続
け
、
慕
わ
れ
て
い
る
。
私
か
ら
も
謝
意
を
表
し
て
お
き
た

、。
B
h
v
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な
お
、
大
久
保
泰
甫
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
近
代
行
政
史
研
究
ー
ー
そ
の
若

干
の
動
向
に
つ
い
て

l
l」
法
制
史
研
究
匁
(
一
九
八
二
年
)
一
九
三
|
一
一
一
一

五
頁
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
日
本
に
お
け
る
本
格
的
研
究
が
進
み
は
じ
め
た

こ
と
を
示
す
里
程
標
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
桜
井
哲
夫
「
知
の
位
階
制
|
|
文

化
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
勃
興
」
中
央
公
論
一
九
八
一
年
二
月
号
七
四

l
一
O
二

頁
が

E
N
A
を
論
じ
て
い
る
。

同り】。何回目江田

(
ω
H
M
M

可
ユ
仏
。
ロ
)
・
回
、
同
ロ
O
巴
O
ロ
品
目

S
F
n
巾ロ
21白ロ回目
Z
Cロ
巾
ロ

司司田口
n
p
開
口
〉

--mB白
血
州
ロ
巾
巾
同
巾
ロ
ロ
国
ロ
ク
ド
・
。
・

0
・
H-
冨吋
m
y
N
包
匂
・

s
・
フ
ロ
ガ
イ
テ
ィ
ス
「
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
地
方

分
権
の
観
念
」
は
、
仏
独
伊
三
国
地
方
自
治
観
念
の
比
較
研
究
と
し
て
興
味
深

い
。
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、
地
方
分
権
の
古
典
的
理
論
、
地
方
分
権
の
純
理
論

に
向
う
動
向
、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
自
治
行
政
観
念
の
誕
生
と
進
化
、
国
家
に

よ
る
間
接
的
行
政
の
概
念
に
向
う
動
向
、
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
、
地
方
分
権
の

デ
サ
ン
ト
ヲ
リ
ヂ

γ
オ

y
-
v
グ
オ
ナ
N

一
般
理
論
、
「
地
域
的
分
権
」
に
向
う
か
、
を
論
述
し
、
こ
れ
ら
三
国
に
お

け
る
地
方
分
権
理
論
の
大
テ

l
マ
に
つ
い
て
考
察
し
一
般
的
結
論
を
記
し
て
い

る
。
な
お
西
ド
イ
ツ
に
つ
き
後
述
六
、
比
較
法
の
部
、
グ
レ

l
ヴ
ェ

l

レ
マ
リ



ィ
文
献
参
照
。
司
白
4
2
2
(
F
O
E
-
凹)・

u
b
B
E
E
-
-印
刷
邑
。
口
市
件
。
吉
田
辛
口
件
目
。

p

m・
o・
p・
5
∞N
-

ロ
。
・
日
"
司
-
H
N
E
I
H
N
∞
叶
・
一
九
八
二
年
二
月
二
五
日
憲
法
院
判

決
に
そ
く
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
と
地
方
分
権
の
問
題
を
検
討
。

〉
Z
H
】叩

2
G
gロ
l
pロ
ロ
)
色
白
戸
田
・
・
阿
川
和
問
。
円

B
0・同wnoロ
O
B
K
P
S∞YN目印刷】・

ツ
l
ル
法
経
学
部
の
研
究
叢
書
で
、
地
方
公
共
団
体
改
革
の
諸
側
面
を
論
ず

る
o 

フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

四
、
論
文
集
、
公
法
学
犬
家
の
逝
去
と
追
悼

円、同ロ
σ白
色
恥
円
四
(
〉
ロ
aH-Ava叩
Y

V
向釦丹
}HE円
(
〉
ロ
仏
門

3
・
H
N
Z
∞B
G
m白ロ)・

〈
巾
品
目
-
(
の
mo--ぬ巾由)・同
ιmwm冊
目
安
w
u
o
n
z・山口
P

F
・。・

0
・H-岡市山∞
0
・同
-
Y

F
U内》内同昂
H
O
V
-
昨

-
N
・印品品℃・

「
学
説
の
諸
頁
」
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
の
文
{
云
趨
り
の
巨
匠
四
教
授

i
i
t
ロ
l
パ
デ
l
ル
、
マ
チ
ォ
、
リ
ヴ
エ
ロ
、
ヴ
デ
ル

l
ー
の
パ
リ
法
経
社
会

科
学
大
学
(
第
二
大
学
)
一
九
七
九
年
退
官
記
念
(
六
八
才
が
定
年
と
な
っ
た
)

論
文
集
で
あ
る
。
こ
の
論
文
集
は
し
か
し
、
各
教
授
が
一
九
四

0
年
代
か
ら
一

九
七
八
年
ま
で
に
諸
雑
誌
等
に
寄
稿
し
た
名
論
文
を
選
び
収
録
し
た
も
の
で
あ

り
、
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
研
究
者
に
は
な
つ
か
し
い
|
|
各
時
期
を
指
導
し
波
澗

を
ま
き
起
し
た
1

1
秀
逸
の
論
稿
を
改
め
て
味
読
で
き
る
。
一
一
良
一
頁
が
公
法

学
説
の
進
歩
を
刻
み
こ
ん
だ
一
九
四

O
l
一
九
八

O
年
の
金
字
塔
と
も
い
え

よ
う
。
ま
た
、
こ
の
四
教
授
は
、
(
中
国
の
「
四
人
組
」
と
は
違
っ
て
〉
、
「
公
法

の
四
銃
士
」
あ
る
い
は
「
四
人
の
バ
ン
ド
」
と
も
い
わ
れ
、
自
由
と
進
歩
と
先

見
性
の
感
ω
覚
と
堅
固
な
実
証
性
に
お
い
て
共
通
の
知
的
・
人
格
的
親
友
で
あ
り

本
書
に
「
深
い
調
和
」
が
流
れ
、
し
か
も
夫
々
の
卓
抜
な
論
鋒
の
多
様
な
輝
き

が
、
共
感
と
感
嘆
を
呼
ば
ず
に
は
お
か
な
い
。
第
一
巻
、
法
の
源
泉
に
つ
い
て

(
法
思
想
、
法
秩
序
)
、
国
家
と
政
治
〈
国
家
の
一
般
論
、
政
治
制
度
論
、
フ
ラ

ン
ス
の
政
治
制
度
、
基
本
的
人
権
〉
、
第
二
巻
、
行
政
と
法
(
行
政
の
諸
技
術
、

行
政
法
の
一
般
理
論
、
行
政
と
裁
判
官
)
、
国
際
社
会
の
考
察
(
比
較
法
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
法
、
国
際
公
法
)
の
広
き
に
わ
た
っ
て
、
整
理
収
集
さ
れ
て
い
る

0
1
・

ブ

l
ル
イ
、

J
-
ロ
ベ
ー
ル
の
献
辞
も
み
ご
と
で
あ
る
。

ロ
l
バ
デ
l
ル
教
授
は
、
一
九
八
一
年
一

O
月
一
六
日
急
逝
さ
れ
た
。
謹
ん

で
、
こ
の
行
政
法
学
の
巨
匠
に
京
悼
の
意
を
表
す
る
。

。
宮
山
門
戸
即
四
円
〈
河
吾
氏
件

fmacEE)・
ζ
b
g国間和田

op江田
E
F
O
R
g・

凹巾ロ円一

ω21a三
円
四
匂
ロ
σロ円巾丹
}Fσ
由同
A
A
Y
向
山
内
出

Z
O
ロ
日
仏
巾
て
ロ
ロ
-
4
m
門
的
一
同
庁
炉
開
門
仏
巾

-
dロ師四一間口巾
HHHmロ
丹
富
。
島
市

E
P
広
∞
f
u
内
U

内
門
〈
!
∞
由
印
。
.

シ
ャ
ル
リ
エ
教
授
(
一
九

O
六
年
生
、
ト
ゥ
ル

1
ズ
、
ア
ル
ジ
ェ
、
エ
ク
ス

ア
ン
プ
ロ
ハ
ン
ス
、
パ
リ
大
教
授
)
へ
の
献
呈
論
文
集
「
公
役
務
と
自
由
」
は
、

北法34(3-4・207)663

五
一
名
の
公
法
学
者
・
行
政
学
者
(
法
律
家
お
よ
び
一
部
外
国
公
法
学
者
を
含

む
)
の
論
集
。
平
均
二

O
頁
弱
の
短
篇
で
は
あ
る
が
、
現
代
公
法
お
よ
び
自
由

に
つ
い
て
の
興
味
深
い
示
唆
に
富
む
論
文
が
多
い
。
例
え
ば
、
第
一
篇
「
公
役

務
」
に
つ
い
て
は
。
「
国
籍
と
公
務
員
の
権
限
行
使
」
(
R
・
シ
ャ
ピ
ュ
ス
)
、
「
公



料

役
務
と
教
育
(
行
政
官
の
養
成
に
つ
い
て
の
省
察
)
」

(
G
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
)
、

メ
デ
ィ
ア
ト
ウ

l
w

「
調
停
官
は
行
政
官
か
」

(
Y
・
ゴ
ド
メ
〉
、
「
憲
法
院
の
判
例
と
法
の
一
般
原

則」

(
P
・
ル
-
ミ

I
ル
〉
、
「
第
五
共
和
制
に
お
け
る
議
員
選
挙
後
の
政
府
の
状

資

況」

(
M
・
ロ
ン
)
、
「
行
政
の
分
析
モ
デ
ル
に
つ
い
て
」

(
L
・
ニ
ザ
i
ル
)
、
「
近

代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
権
力
の
誕
生
」

(
J
・
プ
ト
〉
、
「
必
要
が
法
を
つ
く

る
|
|
憲
法
慣
習
に
つ
い
て
の
省
察
」
ハ
M
・
ト
ロ
ェ
ベ
ル
)
、
「
第
五
共
和
制
に

お
け
る
文
化
政
策
の
進
化
と
文
化
公
役
務
の
評
価
」

(
A
・
H
-
メ
ス
ナ
I
ル〉、

等
が
限
に
つ
く
。
ま
た
、
第
二
篇
「
自
由
」
に
つ
い
て
は
。
「
今
日
の
世
界
に

お
け
る
自
由
の
政
治
制
度
の
分
布
と
権
威
的
体
制
に
お
け
る
自
由
化
の
動
向
」

(
J
・
カ
ダ
l
ル
)
、
「
諸
自
由
の
衝
突
に
つ
い
て
」

(
J
・
M
・
ダ
ン
カ
ン
)
、

「
フ
ラ
ン
ス
式
の
現
代
的
平
等
主
義
の
知
的
起
源
」

(
A
・
ギ
ヨ
ー
コ
リ
)
、
「
外

国
人
と
人
権
」

(
D
・
ロ
チ
ャ
ク
)
、
「
人
権
と
健
康
権
」

(
I
・
M
-
オ
l
ピ

ィ
〉
、
「
世
論
調
査
の
法
」

(
P
・
ア
ヴ
リ
ル
〉
、
「
ア
ク
セ
ス
権
と
情
報
へ
の
権

利」

(
G
・
ブ
レ
パ
ン
)
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
に
お
け
る
人
々
の
交
通

の
自
由
の
限
界
」

(
G
・
ド
リ
ュ

l
ヌ
)
、
「
音
波
警
察
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
!
シ
ョ

ン
へ
の
権
利
」

(
C
・
ゴ
ヤ
ー
ル
)
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
中
等
教
育
に
お
け
る
教
育

の
自
由
」

(
M
・
グ
ラ
ヴ
ィ
ツ
)
、
「
映
画
的
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
」

(
R
・
オ

ス
テ
ィ
ウ
〉
、
「
テ
ロ
リ
ス
ム
の
抑
圧
の
た
め
の
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
協
定
」

(
E
・

ジ
ュ

l
グ
)
、
「
行
政
的
文
書
へ
の
ア
グ
セ
ス
の
自
由
(
新
し
い
人
権
)
」

(
H
・

メ
イ
ル
〉
、
「
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
制
に
お
け
る
組
合
的
自
由
」

(
R
・ピ

エ
ロ
)
、
「
八
ム
役
務
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
権
に
つ
い
て
、

ロ
ジ
ュ
〉
、
が
注
目
さ
れ
る
。

三
O
年
後
」

(
J
・

北法34(3-4・208)664 

河
町
三

R
9
2
-〉
・
冨
企

g
m巾
印
。
再
開
吋
仲
田
砂
山
円
、
白
色
円
O
X
E
S
S同庁
H
O
E
-
H

EM-広
四
件
全
〈
刊
吋
印
x
b
-
H
W内同日件目。ロ〉・日
μ

町内目。ロ
P
H∞∞ゲ

M内
M内
M内
HHl印∞
AH
勺・

「
国
際
法
に
お
け
る
統
一
性
と
多
様
性
」
は
、
国
際
法
学
と
く
に
国
際
組
織

(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
)
法
の
泰
斗
、
ポ
ー
ル
・
ロ
イ
タ
ー
教
授
の
七

O
才
記
念
論
文

集
で
あ
り
、
二
八
名
の
国
際
法
学
者
の
寄
稿
が
あ
り
、
示
唆
に
富
む
重
厚
な
論

集
と
な
っ
て
い
る
。

4
〈
印
}
山
口
町
(
沼
R
n
Z
〉・

ρロ巾
Z
c
g
H
P出
叩
凶
F
O
D
印
田
口
吋
】

2
5住
吉
伸
芯
回
目

色
白
】
同
〈
。
閉
山
A
V
H
}

区
立
国
内
山
口
♂
河
・

0
・司・・
H
U
∞N
-

ロ
0
・
ω・同】・印山町叶
l
l

品。H
・

第
五
共
和
制
の
政
治
制
度
の
性
質
と
政
権
交
替
に
と
も
な
う
問
題
に
つ
い

て
、
大
家
の
筆
で
、
簡
潔
に
述
、
へ
た
省
察
。
ワ
リ
l
ヌ
教
授
の
最
後
の
論
文
と

な
っ
た
。

呂田吋
nm目
当
住
5
5
0
0
i
H
S
N・同州・

0
・
ア
呂
∞
M・
E
-
m
w
H
M・
M
g叶
l
ロ8
・

ωoza〈
m
E
E
-
-
J
H州-U-HV
・
・
ロ
。
・
少
匂
・

HASH-H日
{)N
・

公
法
学
の
巨
星
マ
ル
セ
ル
・
ワ
リ
l
ヌ
教
授
が
一
九
八
二
年
一

O
月
一
四
日
、

八
二
才
で
急
逝
さ
れ
た
。
追
想
の
辞
を
、

J
・
ロ
ベ
ー
ル
、

G
・
ヴ
デ
ル
、

R
・

L
-
フ
ァ
ヴ
ォ
ル
1

教
授
が
書
い
て
い
る
o

謹
ん
で
、
偉
大
な
業

ド
ラ
ゴ
、

績
と
貢
献
を
た
た
え
哀
悼
の
意
を
表
す
る
。
同
教
授
へ
の
献
呈
論
文
集
戸
開

吉
岡
目
立
芯
号
。
広
吉
Z

F

S
記
-
H
・
H
-
N・
ハ
本
誌
二
六
巻
四
号
一
八
三
|



四
頁
紹
介
)
参
照
。

ワ
リ
l
ヌ
教
授
は
、
一
九
七
四
年
の
河

-U-P-
口。・

ω・匂・
2ω
に
、
〉
ロ
岱
芯

民
主
ユ

oz教
授
が
病
苦
の
最
後
の
息
を
引
き
と
る
ま
で
書
き
続
け
た
遺
言
と
も

い
う
べ
き
論
文
同

2
2
z
s
g吋戸
2
凹
S
Z
5
8広
広
5
0戸。間
5
5四
国
吋
守

的苦
n
a
p
E
3
2
0日円白骨《凶
m
u
-
F
Zユ
b
Q
-
E
ω
i
g
N
)・
に
対
し
、
「
死

ょ
、
汝
の
勝
利
い
ず
こ
に
あ
り
や
」
と
書
い
た
。

A
-
オ
l
リ
ウ
教
授
の
憲
法

学
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
「
人
間
的
社
会
主
義
」
の
思
想
(
そ
の
始
祖
は
、
ジ
ャ

フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

ン
・
ジ
ョ
レ
ス
。
拙
稿
、
「
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス
の
平
和
の
法
思
想
と
生
」
野
田

先
生
古
稀
記
念
論
文
集
、
一
九
人
三
年
、
所
収
)
と
生
涯
(
そ
の
フ
ラ
ン
ス
的

普
遍
性
)
に
、
筆
者
は
深
い
関
心
を
い
だ
く
。
ワ
リ
!
ヌ
教
授
も
ま
た
フ
ラ
ン

ス
的
個
人
の
尊
厳
と
自
由
の
偉
大
な
公
法
学
者
と
し
て
、
最
後
の
息
を
引
取
る

ま
で
執
筆
を
や
め
な
か
っ
た
。

〉
間
伊
(
云
同
門
口
)
噂
。
四
戸
」
門
同
宮
内

Z
E
4
2白色伊丹
b
n
o
g
g
m
向。ロ色白!丹江口四円四
F
H

noロ
n
a伴内凶
S
O
S
-同
白
色
町
て
国

0
5
5四
円
曲
℃
円

Z
E
4日刊開門戸・
0
2
4門
司
合

同四ロ

p
n曲目田山口"、
H
，

F宮
巾
L
・d
ロ
F4m吋凹
xhv
品開

Z
K
F
開

e
z
oロ
凹
〉
戸
℃
噂
〉

NZF

同由∞。‘

AFCω
日

u
・

ア
ジ
「
ル
ネ
・
カ
ッ
サ
ン
の
生
涯
と
作
品
に
お
け
る
人
権
概
念
の
基
盤
と
し

て
の
普
遍
性
の
思
想
に
つ
い
て
」
は
、
人
権
と
平
和
の
人
類
的
関
土
で
あ
り
す
ぐ

れ
て
フ
ラ
ン
ス
的
な
法
律
家
・
国
務
院
副
院
長
R
・
カ
ッ
サ
ン
(
一
八
八
七
!

一
九
七
六
年
)
の
人
権
と
平
和
の
普
通
性
の
信
念
に
基
づ
く
思
想
と
八
九
年
の

生
涯
の
精
力
的
活
動
に
つ
い
て
の
詳
細
な
総
合
的
研
究
で
あ
る
。
「
平
和
的
生

存
権
」
と
基
本
的
に
共
通
の
思
想
の
一
つ
の
優
れ
た
モ
デ
ル
で
も
あ
る
と
も
い

え
る
。
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
人
権
宣
言
が
、
す
ぐ
れ
て
フ
ラ
ン
ス

的
で
あ
る
と
同
時
に
、
普
遍
人
類
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
は
、
二

O
世
紀
の

現
実
に
そ
の
精
神
を
継
承
展
開
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
相
魁
を
こ
え
た
普
遍
的

な
人
権
と
平
和
の
理
論
を
綜
合
し
た
偉
大
な
法
律
家
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
で
い

え
ば
、
内
閣
法
制
局
長
と
最
高
裁
判
所
〈
行
政
部
長
)
判
事
を
兼
ね
た
よ
う
な

国
務
院
副
院
長
(
実
質
的
続
長
。
憲
法
院
判
事
に
も
な
っ
た
)
と
い
う
要
職
を

多
年
勤
め
た
法
律
家
で
あ
り
な
が
ら
、
単
な
る
法
技
術
震
を
遥
か
越
え
た
、
そ

の
ス
テ

l
ツ
マ
ン
と
し
て
の
見
識
、
人
権
感
覚
、
国
際
性
と
平
和
と
民
主
主
義

の
た
め
の
活
動
力
に
深
く
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
な
ず
い
。

「
人
間
存
在
の
諸
権
利
の
た
め
に
た
た
か
う
こ
と
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
平

和
を
説
得
し
か
っ
平
和
を
獲
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
人
間
存
在
に

と
っ
て
最
も
基
本
的
な
諸
権
利
が
無
視
さ
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
平
和
は
存
在

し
な
い
。
し
か
し
逆
に
、
も
し
人
闘
が
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
の
で
な
い
な

北法34(3-4・209)665 

ら
、
人
間
の
権
利
の
尊
重
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
カ
ッ
サ
ン
自
身

の
言
葉
(
一
九
六
九
年
)
が
、
こ
の
カ
ッ
サ
ン
研
究
の
大
著
の
結
語
(
二
九
四

頁
)
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
平
和
的
生
存
権
の
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い

え
よ
う
。

∞
刊
ユ
釘
(
の
問
。
円
四
而
田
)
噂
円

mnz巴
-qzz-炉
開
口

F
o
g
s国間四
p
z
g
b
g
a
s



料

宏
一

u
g伊
丹
宮

E
n
E丹市
5
0
2
E
Z
E由同
H
o
s
-
-
E
E
2
2
芯・

品目白
M

門戸。ロ師、円、.の・

0
・H
-
w
H
C
∞。
w
M
内M
内
〈
口
同
日
N
H

匂・

資

ベ
ル
リ
ア
教
授
追
悼
論
文
集
「
園
内
的
お
よ
び
国
際
的
公
法

l
ー
そ
の
研
究

一
九
七
七
年
九
月
七
日
急
逝
(
六
五
才
)
し
た
同
教
授
(
パ
リ

第
二
大
学
の
俊
英
)
の
、
一
九
四

O
年
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
憲
法
お
よ
び
困

と
省
察
」
は
、

際
法
・
国
際
関
係
論
の
優
れ
た
論
文
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
教
授
は
、

堅
実
さ
の
う
え
に
社
会
主
義
と
個
人
主
義
の
フ
ラ
ン
ス
的
綜
合
お
よ
び
世
界
平

和
へ
の
崇
高
な
志
向
に
貫
ぬ
か
れ
た
独
自
の
学
風
が
あ
り
、
深
く
教
え
ら
れ
る
。

巻
頭
に
、
ヴ
デ
ル
、
ロ
ベ
ー
ル
教
授
の
追
悼
の
辞
が
あ
る
。
な
お
、
河
-
O・
p
・

同
国
叶
戸
ロ
。
・
印
・
匂
・
U
N
J『
l
l

由ωω
・
に
、

ベ
ル
リ
ア
教
授
の
死
去
時
の
ワ
リ
l
ヌ
お

よ
び
モ
ラ
ン
ジ
ュ
教
授
の
追
悼
の
辞
お
よ
び
ベ
ル
リ
ア
教
授
の
簡
単
な
業
績
目

録
が
の
っ
て
い
る
。

。国
HM広
田
口
付
ハ
mmHMPYMwnユ仲間一円。ロ叩昨日同ロ昨日
Cロ
ロ
巴
♂
何
色
伊
丹
F
O
ロ叩

PH
門

U

・2
・

同・

ω・・]戸市町∞
N

・
AH∞印匂・

ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
「
憲
法
論
集
」
が
、

M
-
ワ
リ
l
ヌ
の
序
文
、

J
・
P
-

モ
ル
ル

I
の
編
収
に
よ
っ
て
、
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
c

第
一
篇

「
民
主
制
の
定
義
」
(
「
民
主
的
学
説
の
形
成
」
「
民
主
制
の
基
本
的
諸
原
則
」
)
、

第
二
篤
「
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
諸
制
度
」
(
「
第
一
二
・
四
共
和
制
の
議
院
制
」

五
共
和
制
の
政
治
制
度
」
)
、
付
録
「
戦
前
の
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
」
、
約
二

O
篤

(
章
〉
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
を
「
近
代
民
主
主
義
の
創
設
者
」

と
し
、
カ
レ

l

・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
憲
法
理
論
の
影
特
下
に
、
人
氏
主
権
、

北法34(3-4・210)666 

連
邦
主
義
、
議
院
制
、
人
民
の
政
治
的
参
加
と
強
い
執
行
府
(
大
統
領
)
の
人

民
の
前
に
お
け
る
責
任
を
論
じ
た
、
こ
の
明
徹
で
偉
大
な
公
法
・
政
治
学
者
の

憲
法
論
の
全
貌
が
味
読
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
筆
者
も
、
カ
ピ
タ
ン
先
生
の

非
凡
な
洞
察
に
よ
り
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

河
町
ロ
か
わ
回
目
M

伊丹田ロ同(]{由。
]
F
I
H
由一吋
O
V
ロ。.回目】町内

H

・
・
開
加
古
。
町
一
河
何
〈
ロ
叩
島
町
て

同
ロ
回
巴
同
ロ
同
わ
}
戸
田
ユ
叩
印
己
刊
の
白
広
】
-
P
o
n件。
σ円m
w
H
U
∞
Y
M
U
目。一ロ"叶由同
y

「
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
追
想
特
集
号
」
が
、
ゴ

l
リ
ス
ト
の
研
究
所
の
機
関
誌

「
希
望
」
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
公
法
学
者
、
教
授
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
闘
士
、
人
権
擁
護
活
動
家
、
ゴ
l
リ
ス
ト
政
治
家
、
日
仏
会

館
長
、
文
部
・
司
法
大
臣
等
多
角
的
な
活
躍
を
さ
れ
た
カ
ピ
タ
ン
先
生
の
全
符

が
、
わ
か
り
や
す
く
、
諸
家
の
思
い
出
や
讃
辞
や
写
真
入
り
で
収
録
さ
れ
て
お

り
、
有
益
で
あ
る
。
格
別
な
親
日
家
で
も
あ
ら
れ
た
カ
ピ
タ
ン
先
生
に
、
甜
臨

ん
で
愛
情
の
念
を
捧
げ
た
い
。
な
お
、
向
先
生
著
作
に
は
、
開
門
口

Z
句。

-E・

2
C
2・
2
白
5
5白ユ
c
p
s
g
一

U
A
M
8
0
2呉
広
町
仲
間
】
国
ユ

E
E
t
oロ
日
uoz'

t
s
c
p
切

2

E凶
L
C吋

N
・
も
あ
る

0

7
向

g岱
宮
司
門
田
口

2
(宮
町
『
吋
巾
)
・
円
、
巾
仏
四
円
三
由
円
円
四

g
E
2
2
(
z
c
z
d『冊目

第

。
σ凶巾吋〈同件角川口吋
N
ω
N
由
o
n同・
H
也市山
N
)
・

「
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
|
|
最
後
の
義
人
」
は
、

一
九
八
二
年
一

O
月
急

逝
し
た
、
第
四
・
第
五
共
和
制
の
稀
に
み
る
卓
抜
な
識
見
と
人
格
を
も
っ
て
内



政
・
外
交
に
わ
た
り
独
自
の
活
躍
を
し
た
国
家
人
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
特

集
号
で
あ
る
。
ル
・
モ
ン
ド
紙
も
特
集
を
組
ん
で
い
る
(
戸
四
富
。
ロ
色
町
広
ず
円
F

H串
lNoon-7HmE∞N〉。

E
n
o
E
Z
E
G
g
s
-
百
四
吋
円
四
冨
g
門
広
田
町

2
5
p
ω
E
F
H
U∞
グ
印
目
。
℃
・

ラ
グ
チ
ュ

l
ル
「
ピ
ェ

l
ル
・
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
」
が
、
最
も
新
し
く

詳
細
な
伝
記
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
前
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
首
相
の
側
近
で
輔
け
、

戦
時
中
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
投
じ
ド
ゴ

i
ル
将
軍
の
も
と
に
た
た
か
っ
た
が
、
第

フランス公法最近事情および文献覚え書き(1980-1983)

四
共
和
制
お
よ
び
第
五
共
和
制
下
に
、
ド
ゴ
ー
ル
の
政
敵
と
し
て
急
進
社
会
党

左
派
を
率
い

一
九
五
四
年
に
は
首
相
と
な
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
休
戦
を
一
挙

一
九
五
八
年
ド
ゴ
ー
ル
政
権
に
反
対
し
、

ッ
テ
ラ
ン
首
相
、
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
構
想
を
示
し
た
が
惨
敗
、

に
実
現
、

一
九
六
八
年
五
月
に
は

一
九
人
一
年
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
の
政
権

九
七

0
年
代
の
左
翼
連
合
の
進
展
、

掌
握
に
至
る
ま
で
、
革
新
勢
力
の
政
治
的
英
知
、
道
義
の
最
高
指
導
者
だ
っ
た

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
ο
筆
者
の
最
も
尊
敬
す
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
政
治
家
の
死
を

い
た
み
、
そ
の
遺
し
た
教
訓
に
学
び
た
い
と
思
う
(
呂
町
口
。

2
1同門
gnm-
回、白

芯
ロ
芯

m
z
F
E
x
-
2円
曲
目

U2・
H
S∞
・
本
誌
二
八
巻
二
号
九
八
頁
紹
介
、

昌
吉
内
山
中
田
吋

E
ロ
ロ
伺
い
わ

0
5
5
2片
沼
芹

Z
R自
己
官
三
尽

5回
目
吋

(
Z
O〈
-

O
z
-
-
5
1見
当

E
H混
同
)
参
照
)
。

HMOHHM立
。
。
ロ
(
の
巾
O品
2
)・同
MOロ
門
司
bgσ-H叶
ロ
ロ
叩
〈
骨
ユ
丹
b・
吉
田
B
B同・

司
-oロw
H

由∞
N

・
N
申∞℃・

ポ
ン
ピ
ド
ウ
「
真
実
を
再
建
す
る
た
め
に
」
は
、
元
首
相
、
大
統
領
で
あ
っ

た
ポ
ン
ピ
ド
ウ
の
(
妻
と
息
子
に
よ
り
収
録
さ
れ
た
)
生
涯
に
わ
た
る
自
筆
記

録
文
集
で
あ
る
。
と
く
に
、
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
と
の
関
係
(
一
九
六
入
年
の
五
月

事
件
に
お
け
る
、
将
軍
の
離
京
、
総
選
挙
、
辞
職
に
関
す
る
部
分
)
は
、
歴
史

的
に
興
味
深
く
重
要
で
あ
ろ
う
(
河
・
回
り
・

ω
-
p・
5
∞N
W

ロ
0
・
少
匂
・

5
3
1
a

紹
介
書
評
〉

0五
、
国
際
関
係
・
平
和
・
軍
縮
・

C
E

富市吋]刊

(
Y
P
R
m
}〉・

pv円
n
g
m仲
町
三
E
H
色
白
白
血
}
巾
師
門
町
}
白
巴
。
ロ
白
山
口
仲
町
ウ

ロ白色

o
g
z
p
関口
Oロ
O
B
K
P
H申
告
.
色
町
匂
・

M
・
メ
ル
ル
「
国
際
関
係
に
お
け
る
諸
力
と
姥
金
」
は
、

一
九
五
一
年
か
ら

一
九
八

O
年
ま
で
の
約
八

O
の
論
稿
の
う
ち
か
ら
二
八
を
選
ん
で
収
録
し
て
い

る
。
同
教
授
の
国
際
関
係
(
法
)
論
に
は
、
事
実
の
観
察
と
同
時
に
(
そ
れ
に

優
位
す
る
)
人
類
の
生
存
と
よ
り
よ
い
国
際
社
会
の
建
設
へ
の
規
範
的
志
向
が

貫
ぬ
か
れ
て
お
り
、
筆
者
の
立
場
か
ら
は
共
感
と
示
唆
を
う
る
こ
と
が
多
い

(
逆
に
批
判
も
あ
り
う
る
。
河
・
司
・

ω・司
-
W
5
2・ロ。・
Am--M-
∞
戸
1
∞
広
の
』
・

国
際
法
と
世
論
と
の
関
連
、
国
際
連
合
に
お
け
る
軍
縮

北法34(3-4・211)667 

円
、
開
円
白
書
一
詐
参
照
)
。

(
軍
拡
は
「
白
血
病
」
と
警
告
)
、
文
化
的
要
素
の
重
視
等
、
注
目
さ
れ
る
。

。。口一円四四円(司・
l司
・
)
巾
件
。
y
白
円
三
回
(
閉
山

-YHNm-白巴
Oロ
田
口
三
21ロ白色。ロ白-叩
mw

・

7
向
。
ロ
円
円
可

2
5
wコ・

5
2・
仏
軍
司
・
は
標
準
的
な
「
国
際
関
係
論
」
教
科
書
。



料

CZHWω
。
。
・

MM白
片
岡
田
口
吋
芯
丹
市
吋
叫
P

K

F
ロ
同
町

o-o岡
山

m
a
m
-国
間

】

hHFH-HU∞
0

・

Nω
印
刷
】
・

資

ユ
ネ
ス
コ
「
地
上
の
平
和

l
!平
和
の
名
選
集
」
は
、
人
類
の
も
っ
た
古
今

の
平
和
と
戦
争
に
つ
い
て
の
名
文
(
平
和
の
基
礎
、
平
和
の
建
設
に
か
ん
す
る

名
諺
・
名
詩
・
名
文
)
を
収
録
し
て
お
り
、
味
読
、
思
索
に
値
い
す
る
。

C
Z開
ωわ
0
・

0
ゲ
印

g
n
-
m
m
Z
E明
白
同
同
国
白

g
m口
同
白
ロ
仏
当
白
可

mwO同
。
〈
町
同
・

n
o
g
-

E
M
Z
Z
B
-
巴∞
Y
N
ω
印
刷

y

ユ
ネ
ス
コ
「
軍
縮
に
対
す
る
諸
障
害
と
そ
れ
ら
を
克
服
す
る
諸
方
途
」
は
、

一
九
七
八
年
の
第
一
回
国
連
軍
縮
特
別
総
会
の
成
果
を
受
け
て
、
軍
縮
を
妨
げ

る
諸
要
因
(
国
際
的
政
治
構
造
、
国
際
法
お
よ
び
外
交
的
側
面
、
戦
略
的
利
益
、

軍
拡
の
動
態
、
軍
国
主
義
)
を
分
析
し
、
そ
の
障
害
に
う
ち
か
っ
諸
方
法
(
軍

拡
競
争
に
対
す
る
教
育
の
役
割
、
心
理
的
障
害
を
克
服
す
る
世
論
の
役
割
、
国

連
の
役
割
)
を
論
じ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。

C
Z開
ω
m
U
0・
F
白

4
E
Zロ
n
m
巾
仲
間
四
回
口
同
己

mwmwpHU∞
0

・

N∞
吋
℃
・

ユ
ネ
ス
コ
「
暴
力
と
そ
の
諸
原
因
」
は
、
個
別
的
領
域
を
こ
え
て
多
様
な
原

因
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
方
法
、
個
人
と
社
会
(
心
理
的
原
因
、
暴
力
の
症

状
と
原
因
と
し
て
の
マ
ス
コ
ミ
、
犯
罪
学
的
視
点
、
防
衛
の
観
点
か
ら
の
暴

力
〉
、
経
済
的
・
社
会
的
暴
力
(
暴
力
と
社
会
・
経
済
発
展
、
沈
黙
の
暴
力
と
し

て
の
飢
餓
と
不
平
等
、
「
制
度
的
」
暴
力
、
「
民
主
的
」
暴
力
と
抑
圧
、
婦
人
と

社
会
的
暴
力
)
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
平
和
の
基
礎
的
研
究
で
あ
る
。

d
Z開
ωわ
0
・
戸
田
ぬ
ロ

mH・
円
白
。
ロ
】
回
目
凶
即
日
凶
グ
吋
ユ

σ口
一
口
巾
即
日
ロ
仲
何
門
口
同
己
。
ロ
丘
町
田
・

北法34(3-4・212)668 

NAFHHU
・

ユ
ネ
ス
コ
「
戦
争
か
平
和
か
」
の
国
際
的
論
塩
に
四
人
名
の
立
見
が
参
加
、

短
文
な
が
ら
今
日
的
示
唆
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
中
米
の
コ
ス
タ
・

リ
カ
が
小
国
は
軍
隊
も
軍
事
予
算
も
不
必
要
で
あ
る
実
例
と
し
て
検
討
さ
れ
、

先
進
国
が
武
器
輸
出
を
抑
え
、
会
し
い
途
上
国
が
平
和
教
育
を
進
め
る
べ
き
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
(
一
一
一
一

l
一
一
六
頁
)
等
。

d
Z伺
ωゎ
。
・
円
、
冊
仏
h
M
〈
巳
。
℃
匂
巾
同
吋
岡
市
ロ
仲

nZ151mw】
口
何
回
目
】
静
岡
-
H
巾
ロ

nmmwHpmFOロ・

白
]
叩
叩

w
H由
∞
0

・
AHmAFHY

ユ
ネ
ス
コ
編
「
文
化
的
発
展

l
l闘
際
的
諸
地
域
の
経
験
」
は
、
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
、
ア
ラ
ブ
諸
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
地
域
ご
と
に
、
文
化
政

策
制
度
、
諸
手
段
、
公
権
力
の
役
割
、
文
化
に
対
す
る
権
利
、
国
際
的
協
力
、

ユ
ネ
ス
コ
と
の
関
係
、
教
育
と
文
化
と
文
明
に
及
ぶ
、
経
験
と
思
想
に
つ
い
て

世
界
的
規
模
で
総
合
的
に
考
え
て
い
る
。
位
界
平
和
の
た
め
「
心
の
砦
」
を
築

い
て
ゆ
こ
う
と
志
す
者
に
と
っ
て
好
個
の
参
考
書
で
あ
る
。

CZHWω
ゎ
。
・

4
弓

2
5
口
町
内
n
gミ
。

同

HVm白
n
m
m
g
g『
n
y
H口
三

-
z
z
g
p

hF丹
}
岡
町
内
凶
即
時
一
円
。
ロ
円
四

4F田町内同
w
一戸由∞

]fNHAF
匂・

ユ
ネ
ス
コ
編
「
世
界
の
平
和
研
究
施
設
一
覧
」
は
、
世
界
の
平
和
研
究
所
な

い
し
集
団
を
概
観
す
る
の
に
便
利
。
わ
が
国
は
、
人
組
織
を
紹
介
。
以
上
の
ユ

ネ
ス
コ
関
係
文
書
に
つ
い
て
、

s
・
マ
ル
ク
ス
氏

(
ω
-
Z
R
E
平
和
・
人
権



部
長
)
の
友
情
と
お
世
話
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
記
し
て
謝
す
る
。

富
田
可
由
同
(
ロ
・
)
え
丘
団
・
・
戸
田
宮
0
5
2
F
Oロ

Z
Z門
口
同
昨
日
0
ロ
丘
四
仏
間
田
島

g伊丹田

品
目

-wFogsp
阿
川
門
町
田
由
巾
己
ロ

2
2印日
g-吋
白
血
伺
戸
可

O
P
E∞
yg-u・

リ
オ
ン
大
学
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
人
権
の
国
際
的
保
障
」
は
、
ヨ
l
ロ
ッ

パ
人
権
協
定
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
と
同
協
定
の
関
連
の
最
近
の
事
情
を

知
る
た
め
に
、
小
著
な
が
ら
参
考
に
な
る
。

フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

一
寸
そ
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
ヘ
ッ
セ
・
平
和
・
コ
ン

フ
リ
ク
ト
研
究
所
の
平
和
分
析
シ
リ
ー
ズ
中
、
虫
色
ロ
唱
mm-

同

N
a
-
-
U
R
m叩
a

円
四
円
伊
丹
品
開
ユ
白
聞
い
わ

}
E
2
S
E
S
-
-即
日
目

5
・
宮
田
門
出
回
目

5
5
w
ω
日
出
注
目
内
田

H
U
P

E
g
-
M叶∞
ω・
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
、
マ
ル
グ
シ
ズ
ム
の
正
戦
論
を
総
合

な
お
、

的
に
考
察
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
文
化
協
力
の
緊
密
さ

が
感
ぜ
ら
れ
る
。

。
。
ロ
凶
Aw--
仏
A
w
-
-
H
W
C
円
。
匂
ク
〉
ロ
件
。
田
島
ロ

moco--。
占
口
四
百
件
四
円
口
同
片
山
O
ロ
田

-
2
H吋

日
向
。
。
ロ

4
叩
口
忠
。
ロ

2HH・
0一句
hmmロ
ロ
町
会
話
一
色

H10-Z
色

町

コ

M
O
B
S
P
M
M開
。
。
口

mr

H
U
∞N
.
A
F
H
∞℃・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
に
つ
い
て
の
第
五
回
国
際
討

議
会
議
事
記
録
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
委
員
や
人
権
裁
判
所
判
事
や

法
学
者
ら
の
討
議
参
加
が
あ
り
、
同
規
約
の
具
体
的
問
題
点
や
改
善
策
に
つ
い

て
参
考
に
な
る
(
戸

U
-
p・
5
8・ロ
0
・
ω
-
u・
∞
吋
印
紹
介
〉
。

一『田口
O
ロ

m-ロ
(
し
『
O
目
印
刷
】
『
)
・

H
W
ロ
白
円
江
口
ぬ
釦
切
口
戸

O
片
岡
山

m
y仲
少
の
戸
同
円
四
回
回
向
日
O
ロ

句
史
山
由

my
。
同
町
O
吋
色
"
同
市
山
∞
0

・

ω日
∞
司
・

ジ
ャ
コ
ネ
リ
「
権
利
章
典
の
制
定
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
権
利
保
障
の

諸
形
態
と
法
的
問
題
を
総
合
的
に
検
討
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
の
国
内
法

的
適
用
の
問
題
を
も
考
察
し
た
う
え
、
権
利
章
典
案
と
解
説
を
付
け
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
へ
の
イ
ギ
リ
ス
的
対
応
(
ま
た
イ
ギ
リ
ス
的
権
利
保
障

の
特
色
を
示
す
も
の
)
と
し
て
興
味
深
い
。

J

円
回
目
内
即
日

R
Y
o
z
w
(河
O
B包
ロ
〉

u
F
2
可
担
ロ
団
内
町
三
田
宮
同
四
円
ロ
白
己
。
口
出
口
同

門司

R
5
2
ι
開
聞
広
巾
吋
円
0
・
〉
.
唱
。

ιoロ
P
5
8
.
8
N
H
U・

ヤ
ケ
ン
チ
ュ
l
ク
「
戦
争
の
武
器
の
国
際
的
移
転
」
は
、
こ
の
間
庖
に
関
し
、

歴
史
的
に
、
ま
た
現
在
、
国
際
法
的
に
ど
の
よ
う
な
規
制
が
あ
り
、
武
器
輸
出

各
国
(
米
、
仏
、
西
独
等
)
の
規
制
方
式
、
武
器
輸
出
入
の
契
約
の
実
際
、
武

器
輸
出
目
的
国
の
問
題
(
核
の
移
転
に
つ
い
て
の
制
限
)
、
武
器
の
移
動
の
規
制

と
現
状
と
問
題
に
つ
い
て
、
体
系
的
に
詳
し
く
検
討
し
た
文
献
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
「
死
の
通
商
」
に
つ
い
て
、
連
盟
、
国
連
下
に
お
け
る
努
力
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
際
法
的
に
は
殆
ん
ど
実
定
的
規
制
が
な
い
状
況
で
あ
り
、
し
か
も

兵
器
産
業
・
技
術
の
発
展
は
、
戦
略
的
に
も
経
済
的
に
も
、
兵
器
、
と
く
に
核

北法34(3-4・213)669 

の
移
転
な
い
し
拡
散
が
、
戦
争
を
誘
発
し
、
人
類
世
界
に
と
っ
て
重
大
な
惨
禍

を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
強
く
な
っ
て
き
た
現
代
、
平
時
か
ら
の
武
器
移
転
に
か

ん
す
る
国
際
法
的
規
制
を
真
剣
に
検
討
す
べ
き
だ
と
し
て
、
若
干
の
具
体
的
提

案
を
し
て
い
る
(
武
力
衝
突
国
へ
の
輸
出
禁
止
、
武
器
塔
裁
の
検
証
、
私
的
・



料

国
家
的
武
務
送
付
の
区
別
の
廃
止
に
よ
る
両
者
の
禁
止
、
陵
・
海
・
空
輸
送
方

法
の
違
い
の
統
合
的
規
制
の
検
討
、
公
開
・
通
告
制
の
検
討
、
武
器
技
術
供
与

資

の
規
制
問
題
の
検
討
)

0

白
河
河
戸
、
H，F
白

血

吋

HH回
目
丹
門
出
品
問
看
伊
丹
田

H
H
V
m
吋
E
H
1也
君
。
司
5
・
巴
吋
H
・由
H
O
℃・

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
国
際
平
和
研
究
所
「
第
三
世
界
と
の
武
器
貿
易
」
が
嘗

て
、
如
何
に
世
界
の
(
米
ソ
を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
)
先
進
諸
国
の
武
器
輸
出

が
、
第
三
世
界
に
集
中
し
、
そ
こ
で
の
武
力
衝
突
と
戦
争
に
拍
車
を
か
け
て
い

る
か
の
恐
る
べ
き
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
平
和
憲
法
の
も
と
武
器
輸
出
禁
止

コ
一
原
則
を
も
っ
わ
が
国
は
、
こ
の
面
で
も
世
界
平
和
の
(
第
三
世
界
の
諸
国
民

の
「
平
和
的
生
存
権
」
を
尊
重
す
る
)
た
め
、
積
極
的
に
寄
与
し
う
る
と
思
わ

れ
る
。
今
後
の
重
要
な
検
討
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

〈
開
口
同
伺
mw
《
可
間
同

.
5
2
一n
g
E
F
-
-即
日
-
仏
国

D
Z
F
a
a
V
吋回ロ
m
m
ロ
又
Z
O〈・。げ田市門〈・・

ω
l
U
]
ロ-ロ

H
由∞
ω.HV
・ω
∞lAFω)

「
武
器
の
売
込
み
ー
ー
そ
の
数
十
億
フ
ラ
ン
(
一

l

二
兆
円
)
の
錯
乱
・
・
」

の
特
集
は
、
世
界
第
三
の
武
器
輸
出
国
フ
ラ
ン
ス
が
、
第
三
世
界
へ
の
軍
拡
と

戦
争
に
深
く
加
担
し
、
社
会
主
義
と
平
和
の
理
想
と
失
業
者
(
兵
器
産
業
従
事

者
一

O
O万
人
近
く
)
の
リ
ス
ク
(
国
際
収
支
赤
字
)
の
現
実
と
の
間
で
、
後

者
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
矛
盾
を
観
察
し
て
い
る
。
平
和
経
済
へ
の
模
索
も
な
さ

れ
つ
つ
、
ま
っ
た
く
そ
の
緒
に
つ
い
て
い
な
い
「
錯
乱
」
の
加
速
度
に
は
、
軍

需
産
業
の
自
己
増
殖
の
取
り
か
え
し
の
つ
か
ぬ
惰
性
の
恐
ろ
し
さ
と
、
ミ
ッ
テ

ラ
ン
政
権
が
選
挙
公
約
に
反
し
軍
縮
や
反
核
運
動
に
背
を
向
け
て
い
る
現
実
的

北法34(3-4・214)670 
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N
A
v
b

・-
m∞∞℃・

ロ
ン
ボ
ア
「
国
際
的
刑
法
」
は
、
ニ
ュ
l
ル
ン
ベ
ル
ク
・
東
京
裁
判
か
ら
テ

ロ
リ
ス
ム
、
国
際
的
犯
罪
の
処
罰
か
ら
外
国
人
の
フ
ラ
ン
ス
国
内
刑
法
に
よ
る

処
罰
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
刑
法
に
お
け
る
刑
罰
等
に
い
た
る
、
間
際
的
関
係

に
お
け
る
刑
法
を
総
合
的
・
体
系
的
に
整
理
・
説
明
し
て
い
る
。
国
際
化
時
代

に
お
け
る
、
ま
た
国
際
平
和
の
た
め
の
刑
法
と
い
う
統
一
的
視
点
か
ら
の
法
学

が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
わ
が
国
よ
り
ず
っ
と
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

一
例
で
あ
る
。

開
。
弘
司
自
・
己
(
出
・
岡
山
・
〉
-
m
o
m
-
m
gロ
n
o
Z
〈山口町岡山『司『田口
n
m
J
m
w
a
E
去
、
。
同

5
2田
富
島

B

O
円
吉
田
忠
O
ロ
凹
宮
岳
町

ω
。
ロ
仲
町
四
吋
ロ

N
O
ロ
m
E
A
F
C
-
H
ま
N

・
C
M
-

同。司
s

d
・同
V・・

H申
吋
∞

"
ω
H
H
H
U
・

ケ
ド
ワ
l
ド
「
ヴ
ィ
シ
l
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
、

一
九
四

O
年
か
ら
一
九
四
二
年
の
南
部
地
域
に
お
け
る
観
念
と
動
機
」
は
、
口
頭
の
証

言
資
料
に
も
と
づ
き
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
の
史
実
を
新
し
い
視
点
か
ら
解
明

し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
寧
事
力
に
敗
北
後
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
ベ
タ
ン
元
帥
に
自
発

的
か
つ
圧
倒
的
多
数
で
信
任
を
何
故
与
え
た
か
に
つ
い
て
、
敗
戦
後
の
混
乱
、

「
戦
争
の
愚
か
さ
」
の
継
続
と
苦
悩
、
第
三
共
和
制
の
崩
壊
後
の
空
白
を
埋
め



る
も
の
と
し
て
一
致
し
て
休
戦
に
も
ち
こ
ん
だ
こ
と
、
を
あ
げ
る
。
し
か
し
、

ナ
チ
ス
の
占
領
軍
に
よ
る
共
産
主
義
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
の
排
除
、
隷
従
化
が
現
実

の
も
の
に
な
っ
た
時
点
で
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
過
程
や
動
機

一
九
四
二
年
末
に
は
地
下
新
聞
を
発
行

流
布
す
る
ま
で
に
強
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
解
明
し
て
い
る
(
戸
司
・

ω・り・

は
極
め
て
多
岐
多
様
に
わ
た
る
こ
と
、

フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

巴
∞
c・
g-少
匂

-
E
H
H
i
z・
本
誌
二
八
巻
二
号
一

O
七
頁
参
照
)
O

〈
R
n
o
F
富
。
「
〉
ユ
凶
丹
庄
町
田
ユ
田
口
弘

(HgNiHUUN)・
何
回
回
目
戸
内

2
5
0唱。ァ

昨
日
1

担
問
団
ハ
姐
司

-oロ-
H
申∞]了
ω
ω
ω
H
Y

ヴ
ェ
ル
コ

l
ル
「
私
、
ア
リ
ス
テ
ィ
ド
・
ブ
リ
ア
ン
自
身
を
語
る
」
は
、
プ

リ
ア
ン
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
生
涯
を
諮
る
と
い
う
手
法
で
、
伝
記
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
前
か
ら
、
首
相
・
外
相
を
度
々
歴
任
し
、
政
教
分
離

原
則
成
立
の
た
め
の
指
導
者
で
あ
り
、
戦
争
を
憎
み
つ
つ
も
、
対
独
戦
争
の
勝

利
に
重
要
な
役
割
を
果
し
、
大
戦
後
は
、
ロ
カ
ル
ノ
協
定
と
り
わ
け
ブ
リ
ア
ン
・

ケ
ロ
ッ
グ
不
戦
条
約
の
立
役
者
と
し
て
「
平
和
の
使
徒
」
で
あ
っ
た
、
ブ
リ
ア
ン

ー
ー
1

フ
ラ
ン
ス
的
ま
た
普
遍
的
平
和
の
国
家
人
1

1
の
思
想
と
業
績
と
生
に
つ

い
て
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
風
に
叙
述
す
る
。
深
い
教
訓
と
共
感
を
与
え
る
。
既

に
軍
事
大
固
化
し
た
日
本
が
、
「
満
州
事
変
」
H
侵
略
戦
争
に
転
換
し
た
時
期
に

彼
は
死
ん
だ
。
偉
大
な
平
和
・
社
会
民
主
主
義
者
だ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス

の
盟
友
と
し
て
彼
の
遺
士
山
(
拙
稿
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス
の
平
和
の
法
思
想
と

生
、
野
田
良
之
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
、
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
所
収
、
参
照
)

の
継
承
、
ま
た
わ
が
国
の
幣
原
外
相
、
浜
口
雄
幸
首
相
と
の
対
比
に
お
い
て
、

ま
た
平
和
憲
法
の
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
研
究
対
象
で
あ
り
、

現
代
お
よ
び
将
来
の
平
和
の
あ
り
方
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

宮
曲
目
可
(
の
・
)
・

F
2
5
2
2
C
H
己
ロ
宮
n
s
m
g
m
守
田
口

2
2・
z
z
oロ
〈
叩
-

oσ
田町円〈国同巾
c
p
回申
N
日
』
己
目
ロ
]
戸
申
∞
M
W

HM・

ω印
lω
叶・

マ
ミ
イ
「
フ
ラ
ン
ス
平
和
主
義
の
諸
分
校
」
は
、
①
人
間
主
義
・
国
際
主
義

的
平
和
主
義

(
G
・
エ
ル
ヴ
ェ
〉
、
②
国
民
的
平
和
主
義

(
J
・
ジ
ョ
レ
ス
)
、

③
革
命
的
組
合
主
義
の
戦
争
拒
否

(
C
・
G
-
T
)
の
三
潮
流
、
プ
リ
ア
ン
の
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
」
提
唱
、
不
戦
条
約
の
「
戦
争
非
合
法
化
」
以
来
、
今
日
に

至
る
平
和
主
義
の
系
譜
と
問
題
を
あ
と
づ
け
て
い
る
。

同り
C
司
岡
市
丹
(
宮
正
-HUH
】叩〉・同
V目
n-
出
師
同
回
目
立

E
P
o
-
o岡山

2
・
5
U
A
V同開ロ回開

Z
白昨日
O
ロ
丘
町
・
宮
山
口
叩
件
忌
∞
ω
・切
-
N
ω
l
A
F
N
・

フ
ォ
ル
ジ
ェ
「
平
和
主
義
と
諸
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
平
和
主
義
の
諸

相
を
概
観
し
て
い
る
。
自
由
主
義
的
平
和
主
義
、
平
和
主
義
と
社
会
主
義
、
生

態
主
義
的
平
和
主
義
、
平
和
主
義
と
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ム
、
平
和
主
義
と
中
立
主
義

と
新
右
翼
、
を
批
判
的
に
み
て
い
る
。

円、

mwgsG・)wHJν-X55
円
同
町
内
広
同
町
ロ
田
町
四
件
印
可
白
骨
骨

m
g
自
己
伊
丹
白
山
門
白
骨

北法34(3-4・215)671 

-田明，
H
1
E
n
m
(巾同℃。凹
AV
弘己わ}岡町内円円

HWC丹i
g
E
-
o円
色
何
回
目
円

B
P
2
0
0〈
吉
伸

己
ロ
丘
町
内
ロ
件
。
州
訪
問
白
ロ
円
四
由
開

E
己
冊
目
安
w
g
U凡
山
崎
町
ロ
的
問
ロ
白
昨
日
。
ロ
丘
町
w

】巾

ω

呂田

H
H
8
3・
z
u・
2
・L
ロ
z
z
g
w
円y

ロ1
M
m
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・



キ}

ラ
カ
l
ズ
国
軍
参
謀
本
部
総
長
の
国
防
高
等
研
究
所
で
の
一
九
八
二
年
五
月

三
日
講
演
(
書
面
質
問
に
対
す
る
解
答
)

「
フ
ラ
ン
ス
の
防
衛
政
策
と
軍
事
戦

資

略
」
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
最
新
の
公
式
解
説
と
い
え
よ
う
。
全
面
的
な
侵

略
抑
止
を
増
進
し
平
和
の
維
持
に
貢
献
す
る
指
導
原
則
の
た
め
、
十
分
な
核
戦

力
を
も
ち
、
核
と
通
常
戦
力
の
均
衡
を
尊
重
し
、
装
備
と
兵
員
を
適
合
さ
せ
、

軍
事
費
の
制
禦
を
追
求
し
、
防
衛
精
神
を
強
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
防
衛
と
世
界

に
お
け
る
援
助
と
協
力
の
た
め
活
動
能
力
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

ヨ
ロ
仲
間
】
(
の
『
円

F
a
g
s
-
F
2
吉
田

E
E
-
0
5
2
5
1
2
5
F
F白血由
g
p

同由∞
Y
N
N∞
M
Y

フ
ィ
リ
ッ
プ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
機
構
の
制
度
」
は
、

O
E
C
D
、
O
T
A
N
、

U
-
E
・

o、
c
・
E
お
よ
び
経
済
共
同
体
諸
制
度
を
概
観
し
て
、
便
利
。

ω即
日
出
回
目
(
わ
『
江
田
件
。
-uyy
戸
叩
℃
吋
。
口
町
曲
目
己
回
会
waavn-aoロ
品
目
ロ
回
目
印
わ
。
5
・

B
E口
同
口
広
巾
ロ
吋
。
同
】
骨
叩
ロ
ロ
ク
-
巾
回
目
凶
b
n
c丘
町
田
口
同
三
O
ロ
山
口
同
同
ロ
ハ
U
O
ロ
白
色

-
a
g

冨
宮
町
田
可

2
・
H
y
d・司・・

5
3・
5
∞匂・

ザ
ヅ
ス
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
お
け
る
決
定
過
程
|
|
閣
僚
理
事
会
に
お

け
る
各
国
執
行
部
」
は
、
同
共
同
体
の
構
成
諸
国
の
意
思
調
整
と
法
規
決
定
機

関
で
あ
る
理
事
会
の
動
態
分
析
と
し
て
面
白
い
の
で
こ
こ
に
補
足
し
て
お
く
。

拙
稿
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判
所
お
よ
び
議
会
研
究
(
本
誌
二
二
巻
三
・
四

合
併
号

E
三
七
七
頁
以
下
、
今
村
成
和
教
授
退
官
記
念
・
公
法
と
経
済
法
の
諸

問
題
上
一
九
八
一
年
、
二
一
九
頁
以
下
)
参
照
。

六
、
比
較
法
・
法
思
想
・
日
本
研
究
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色
白
宮
町
ロ
S
E
M
・
5
s
w
ル
イ
・
フ
ァ
ヴ
オ
ル

Z編
Eρ 

一寸

0.ヨ

g i 

zロ
ツ

ロー
刊ノ、

ての
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内
回
口
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印
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口
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四
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凶
ロ
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ロ
O
A
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刊
号

ω可
釦
凹
σoz吋
m
a
g
z
z
E
-
自
国
門
田

一戸坦斗

3
・
F
・
O
・
0
・
H
W
同市
V申
0

・
N
N
O
H
V
・

「
人
聞
の
権
利
、
集
団
的
権
利
ま
た
は
個
人
的
権
利
」
(
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
国

際
学
術
会
議
一
九
七
九
年
三
月
一
三
一
四
日
記
録
)
は
、
仏
独
お
よ
び
イ
ス

ラ
エ
ル
の
公
法
学
者
が
、
現
代
的
に
興
味
深
い
テ
l
マ
を
選
び
、
比
較
憲
法
的

に
検
討
し
討
論
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
的
伝
統
と
信
教
の

自
由
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
職
能
的
諸
団
体
秩
序
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
諸

政
党
の
地
位
、
国
際
的
側
面
か
ら
み
た
と
こ
ろ
の
集
団
的
権
利
概
念
の
進
化
や

文
化
的
諸
権
利
、
人
種
的
不
寛
容
や
両
性
の
平
等
等
、
一
示
唆
に
富
む
。

の
門
主
君
巾

T
q自
由
吋
仲
間
(
。
。
ロ
田
仲
田
ロ
nm)・
円
、
四
忠
弘
h
M
E
Z
由
自
由

n
o
o
u
b吋回同氏

g
M
N
b匂
ロ
宮
山
内
副
ロ
巾
同
b
a
b吋
丘
町
内
〉
】
】
冊
目
白
m
D
P
同wnoロ
o
g
k
p
巴
缶
、

Nωω
司・

グ
レ
l
ヴ
ェ

1

レ
!
?
リ
ィ
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
協
同
的
連
邦
主
義
」

は
、
西
独
の
都
ぴ
自
治
に
基
づ
く
連
邦
主
義
か
ら
連
邦
国
家
と
邦
の
協
力
に
基



づ
く
連
邦
主
義
へ
の
移
行
と
、
そ
の
憲
法
問
題
を
論
ず
る
。
連
邦
は
ァ
叩
催
都
円

ヨ
オ
ル
ヂ
イ
ナ

νォ
ν

ジ
エ
え
シ
オ
ン

と
「
調
整
」
に
任
じ
、
諸
邦
は
「
管
理
」
を
行
な
う
の
が
基
本
だ
と
指
摘
。

。
。
ロ

E
2
(同y
f司
・
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四
円
宮
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E
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同MO--EDConOB宮
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宮
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フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

ゴ
ニ
デ
ッ
ク
、
ミ
ン
「
第
三
世
界
の
比
較
政
治

i
|第
三
世
界
の
諸
々
の
顔

と
諸
政
治
勢
力
」
は
第
三
世
界
(
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
)

諸
国
の
政
治
の
複
雑
多
様
を
極
め
た
全
体
像
の
体
系
的
解
明
を
試
み
る
注
目
す

べ
き
文
献
。
第
一
篇
、
一
に
し
て
多
様
な
る
第
三
世
界
(
類
似
の
過
去
と
し
て

の
「
植
民
地
的
」
支
配
か
ら
「
資
本
主
義
的
」
支
配
の
樹
立
へ
、
同
様
の
歴
史

過
程
と
し
て
の
独
立
へ
の
長
い
道
程
、
共
通
の
希
求
と
し
て
の
発
展
)
に
つ
い

て
分
析
し
、
第
二
篇
、
政
治
的
諸
勢
力
(
伝
統
的
政
治
勢
力
と
近
代
的
政
治
勢

力
、
伝
統
的
権
威
の
運
命
、
伝
統
的
お
よ
び
近
代
的
文
化
の
問
題
、
顕
在
的
政

治
勢
力
と
潜
行
的
政
治
勢
力
、
革
命
的
進
歩
勢
力
と
保
守
的
ま
た
は
反
動
的
勢

力
)
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
本
書
は
第
一
巻
で
、
第
二
巻
に
つ
づ
く
。

。
。
広
(
二
六
巻
四
号
七
七
六
頁
紹
介
〉
、

HNミ
(
二
九
巻
二
号
三
三
二
頁
)
文

献
参
照
。
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ラ
コ
ス
ト
「
第
三
世
界
の
共
通
性
と
多
様
性
」
は

一
般
人
向
け
概
観
諮
と

い
え
よ
う
。
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w
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N
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骨吋鳥山由同】白
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O
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口
町
田
ロ
岡
町
同
国
内
三

nz-E円
巳
伊
国

orw回日仏
0
・同
V
E
g
-
s
z
oロ回
O
門戸白ロ
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日目庁内
W

白
色
何
回
1

円出口

nm-
一戸∞∞
0

・
N
J可
N

℃・

A
-
ベ
ル
ク
「
稲
田
と
沿
岸
流
氷

i
l北
海
道
に
お
け
る
植
民
地
建
設
と
文

化
的
変
革
」
は
、
ブ
ラ
ソ
ス
人
日
本
研
究
者
に
よ
る
北
海
道
稲
作
農
業
の
実
証

的
研
究
を
媒
介
と
し
た
北
海
道
文
化
・
日
本
人
論
の
成
果
で
あ
る
。
北
海
道
の

地
理
的
・
風
土
的
条
件
、
そ
の
広
大
な
土
地
の
先
住
ア
イ
ヌ
民
族
時
代
か
ら
明

治
の
開
拓
、
前
大
戦
後
の
開
発
に
い
た
る
植
民
地
化
の
歴
史
を
ふ
ま
え
て
、
北

海
道
の
独
自
性
の
由
来
、
植
民
地
化
過
程
に
お
け
る
諸
技
術
・
組
織
化
・
農
業

の
進
化
・
住
居
の
適
応
・
衣
食
の
態
様
を
検
討
、
北
海
道
社
会
や
人
間
関
係
と

メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
特
色
の
解
明
に
及
び
、
日
本
全
体
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
と
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文
化
的
特
徴
づ
け
に
よ
り
結
ぶ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旧
大
陸
と
北
ア
メ
リ
カ
植
民
地

化
と
の
関
係
と
対
比
し
て
、
日
本
の
旧
い
本
州
と
北
海
道
の
新
植
民
地
化
社
会

と
の
関
係
に
お
け
る
北
海
道
の
特
色
を
浮
彫
り
に
す
る
視
点
が
あ
り
、
ま
た
、

札
幌
農
学
校
の
教
頭
グ
ラ
i
ク
お
よ
び
そ
の
弟
子
達
が
い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト



料

の
個
人
主
義
的
「
開
拓
精
神
」
と
か
「
大
志
」
は
エ
リ
ィ
ト
の
た
め
の
「
神
話
」

で
あ
っ
て
、
「
現
実
」
に
北
海
道
を
開
拓
し
た
(
本
州
か
ら
の
)
貧
窮
移
民
の
ダ

資

イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
む
し
ろ
儒
教
(
服
従
と
誠
実
)
や
仏
教
(
忍
耐
と
不
屈
)
に
浸

透
さ
れ
た
諸
集
団
へ
の
所
属
と
組
織
と
支
持
に
よ
る
も
の
で
あ
る
(
も
っ
と
も

そ
れ
ら
は
「
傾
向
」
の
ち
が
い
で
あ
り
相
互
浸
透
が
み
ら
れ
る
)
こ
と
を
主
張

(
一
四
三

l
一
四
五
頁
)
し
て
お
り
、
従
来
の
「
通
説
」
を
く
つ
が
え
す
独
自

の
批
判
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
旧
い
本
州
と
の
対
比
に
お
い
て
、
北
海
、
道
に
お

い
て
、
日
本
農
村
文
化
の
伝
統
的
な
「
ウ
チ
と
ソ
ト
」
の
関
係
は
緩
和
さ
れ
、

ま
た
「
個
人
」
が
よ
り
自
立
的
で
あ
る
の
は
、
人
間
と
広
大
な
土
地
と
の
関
係

(
厳
し
い
自
然
と
闘
っ
て
う
ち
克
ち
開
拓
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
(
二
六

五
頁
)
し
て
い
る
。
日
本
文
化
の
基
盤
が
「
稲
田
」
に
あ
り
、
そ
の
精
神
・
行

動
様
式
が
北
海
の
流
氷
地
域
に
ま
で
及
ぶ
に
際
し
て
如
何
な
る
文
化
的
変
貌
を

み
る
に
至
っ
た
か
を
、
社
会
科
学
的
に
鋭
く
分
析
し
て
み
せ
た
、
非
凡
な
労
作

で
あ
り
、
示
唆
深
く
熱
読
反
省
に
値
い
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

日
仏
会
館
長
(
在
東
京
。
一
九
七
九
!
一
九
八
一
年
)
を
つ
と
め
ら
れ
た

E
S
E
-高
島
宮
仏
教
授
〈
人
口
統
計
学
、
リ
オ
ン
大
学
)
は
、
一
九
八

O
年

七
月
北
大
法
学
部
を
訪
問
、
講
演
さ
れ
た
(
保
原
喜
志
夫
訳
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
経
済
構
造
の
変
革
と
団
体
交
渉
の
変
容
、
北
大
法
学
論
集
一
三
巻
二
号
二

人
九
頁
以
下
)
が
、
本
書
の
出
版
直
後
筆
者
に
恵
贈
さ
れ
た
。
適
切
な
配
慮
に

日
仏
文
化
交
流
・
理
解
の
た
め
、
本
叢
書

感
謝
す
る
と
と
も
に
、

今
後
、

(司・
0
・
司
・
)
が
有
用
・
有
益
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

切
。
己

8
2
G
Zロー
ζ
白
丘
町
〉
唱
ド
巾
喜

2
0
5
2叩
弘
巾

m
p
a
o
S
E
E

-
四
唱
え
P
H
H

戸
開
句
。

-
E
S
5
吉
宮
ロ
白
山
田
一
-
叩
円
即
日

E
H
M
R
Z
E
Z
E
-
-
s
p
a

g
o
n
g広
告
ク
河
・

0
・
H
Y
-
5
2・ロ。.印
-u-HN芯
I
E
8・
ブ
イ
ッ
ソ

i
「
日
本

の
政
治
体
制
に
お
け
る
派
閥
現
象
1
1自
由
民
主
党
の
場
合
」
は
、
日
仏
会
館

給
費
留
学
生
に
よ
る
詳
し
い
総
合
的
検
討
成
果
。
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七

フ
ラ
ン
ス
(
ポ
ワ
チ
エ
大
学
そ
の
他
)
と
の

日
仏
文
化
交
流
・
協
力
関
係
の
前
進
に
つ
い
て

ポ
ワ
チ
工
大
学
は
、

一
九
八
一
年
一

O
月
二
一
日
か
ら
一
六
日
ま
で
、
そ
の

創
立
五
五

O
周
年
記
念
の
盛
大
な
行
事
を
、
ポ
ワ
チ
エ
の
大
学
と
街
を
あ
げ
て

挙
行
し
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ポ
ワ
チ
エ
大
学
創
立
五
五

O
年

祭
」
ハ
法
律
時
報
五
四
巻
一

O
号
、
一
九
八
二
年
一

O
月
号
一

O
ニー一

O
六

頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
「
覚
え
書
き
」
で
は
、
同
大
学
と
く
に
法
学
部
と

北
海
道
大
学
と
く
に
法
学
部
と
の
交
流
・
協
力
関
係
に
つ
い
て
、
補
足
的
に
記

し
て
お
き
た
い
。

(
司
目

n
z
F
A
V
S

冊。円。
H
同

町

時

い

ま
ず
、
ポ
ワ
チ
エ
大
学
法
・
社
会
科
学
部

色町田

ω
n
Z
R
S
E
n
-田
-
2
P
M
M
O
E
R凹
〉
の
学
術
叢
書
が
定
期
的
に
刊
行
さ

れ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
文
献
が
あ
る
。
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)
U
R
山
件
叩
ロ
立
。
ロ
匂
円
。
〈
即
日

O伊吋巾・円。ロ
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昨
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ロ
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H申
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0
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ω
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匂・

以
上
の
よ
う
に
、
ポ
ワ
チ
エ
大
学
で
行
な
わ
れ
た
全
国
的
な
い
し
国
際
的
諮

学
会
の
コ
ロ
ッ
ク
の
成
果
お
よ
び
同
大
学
法
学
部
ス
タ
ッ
フ
な
い
し
研
究
者
に

よ
る
本
格
的
研
究
を
選
定
出
版
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て

P
・
タ
l
ヴ

ラ
前
部
長
お
よ
び

Y
・
マ
デ
ィ
オ
学
部
長
か
ら
恵
贈
を
受
け
、
北
大
法
学
部
公

法
資
料
室
・
札
幌
日
仏
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
合
開
旦
〉

ω)
の
ポ
ワ
チ
エ
文
庫

に
保
存
し
て
あ
る
。
「
北
大
法
学
論
集
」
は
定
期
的
に
ポ
ワ
チ
エ
大
学
法
学
部

に
送
付
さ
れ
、
同
学
部
の
齢
惣
備
さ
れ
た
図
書
室
に
キ
チ
ン
と
そ
ろ
っ
て
保
管
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
北
海
道
大
学
か
ら
は
、
ポ
ワ
チ
エ
大
学
五
五

O
年
祭
を
祝
す
る
有
江

北
大
学
長
の
祝
辞
と
桜
の
苗
木
五
本
が
送
ら
れ
、
両
大
学
の
友
好
協
力
関
係
の

成
長
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
春
に
は
緑
の
若
葉
を
つ
け
た
由
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

一
九
八
二
年
一

O
月
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
(
ジ
ョ
ベ
ー
ル
貿
易
担

当
相
)
は
、
日
本
か
ら
の

V
T
R
(ビ
デ
オ
・
テ

I
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
)
等
商

品
の
過
剰
流
入
を
阻
止
す
る
た
め
、
ポ
ワ
チ
エ
に
税
関
業
務
を
集
中
し
て
事
実

上
の
保
護
貿
易
策
を
と
る
と
と
も
に
、
嘗
て
(
七
三
二
年
)
ポ
ワ
チ
エ
戦
役
で

フ
ラ
ン
ス
(
キ
リ
ス
ト
教
)
軍
が
サ
ラ
セ
ン
寧
の
侵
攻
を
撃
退
し
た
歴
史
的
思

い
出
と
愛
国
心
の
昂
揚
を
は
か
ろ
う
と
し
た
o

筆
者
は
、
そ
の
一
年
前
、
既
に

こ
の
種
衝
突
あ
る
こ
と
を
予
感
し
て
、
五
五

O
年
祭
の
公
開
講
演
(
名
誉
博
士

(
民
俗
ユ
仲
田
ぬ
巾
白
骨
担
円
一
戸
』
回
目

F-rv
己
刊
で
山
口

n-四
ロ
ロ

m
nロ
ロ
ロ
ロ
山

号
受
諾
講
演
)

-
ロ
師
同
伊
丹
口
広

Oロ
ロ
巳

-m]由
旬
。
ロ
包
凹
叩
|
』
酔
匂
司

O同
UO田
弘
四
回
目
わ
月
岡
田
吋
円
四
仏
伺
己

-
H
l田
巾
司
仲

間
門
広

n
-
g
E
M
M円
2
2
1
E毛
主
ロ

ω
E
s
r
c
)「
日
本
の
古
い
制
度
的
文
化
の

遺
産
と
今
日
性
i

|
聖
徳
太
子
の
一
七
条
の
憲
法
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
冒

頭

に

、

次

の

よ

う

に

述

べ

た

。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

か

な

り

の

人

々
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「
・
:
:
今
回
、

が
『
日
本
の
経
済
的
侵
略
』
を
諮
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
日
本
の
近
代
化
に
多



料

く
の
領
域
で
多
大
の
貢
献
を
し
て
く
れ
た
私
の
第
二
の
祖
国
(
フ
ラ
ン
ス
)
に

対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
断
言
し
、
そ

の
よ
う
な
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
文
化
を
理
解
し
よ
う
と
開
か
れ
た
態
度

と
寛
容
を
示
し
た
ポ
ワ
チ
エ
大
学
に
敬
意
と
謝
意
を
表
明
し
、
経
済
摩
擦
等
の

資

根
底
に
存
在
す
る
日
仏
文
化
相
互
の
無
理
解
の
深
い
講
を
埋
め
る
本
格
的
作
業

を
は
じ
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。

残
念
な
が
ら
予
感
が
適
中
し
た
以
上
、
微
力
の
範
囲
内
で
な
し
う
る
こ
と

は
、
次
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
拙
稿
「
ポ
ワ
チ
エ
大
学
創
立
五
五

O
年
祭
」

コ
ピ

l
数
部
(
要
旨
仏
訳
付
)
を
在
パ
リ
日
本
大
使
館
(
大
使
、
文
化
参
事
官
)

に
送
り
、
適
当
な
仕
方
で
関
係
商
社
責
任
者
に
渡
し
て
も
ら
い
、
ポ
ワ
チ
エ
大

学
お
よ
び
岡
市
が
、
教
授
・
学
生
・
市
民
を
あ
げ
て
如
何
に
日
本
に
好
感
を
も

っ
て
い
て
く
れ
る
か
、
そ
の
好
過
と
親
日
感
情
を
貴
重
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ

を
決
し
て
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
要
望
し
た
。
他
方
、
右
コ
ピ
ー
を

ポ
ワ
チ
エ
大
学
長
・
法
学
部
教
授
達
に
配
布
し
、
仏
政
府
の
措
置
に
も
か
か
わ

ら
ず
友
好
関
係
が
継
続
強
化
さ
る
べ
き
こ
と
、
日
本
の
経
済
進
出
の
過
剰
は
自

か
ら
抑
制
す
べ
き
だ
と
の
私
見
を
加
え
て
、
相
互
の
理
解
と
事
態
の
解
決
へ
向

つ
て
の
念
願
を
表
明
し
て
お
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
ポ
ワ
チ
エ
税
関

集
中
措
置
に
は
な
か
/
¥
批
判
も
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
守
・

Z
2
2
-

。
σ田町叫
4
由
同
町
民
子
ミ
ロ
O
〈・

5
∞N
)
、
ポ
ワ
チ
エ
大
学
か
ら
は
た
だ
ち
に
好
'
意
的

反
応
が
あ
っ
た
。
在
仏
日
本
人
側
が
ど
の
よ
う
に
取
扱
っ
て
く
れ
た
か
筆
者
は

知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
々
の
政
治
・
外
交
・
経
済
等
の
衝
突
・
動
揺
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、
堅
持
・
前
進
さ
せ
ら
る
べ
き
文
化
的
相
互
理
解
の
基
礎
作
業

の
必
要
性
と
重
要
性
に
は
変
り
は
な
い
と
思
う
(
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
人
の

和
」
、
拙
編
著
「
北
国
の
理
想
」
新
教
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
二
ハ
九

l
一
八

五
頁
参
照
)
0

ポ
ワ
チ
エ
税
関
は
、
日
本
側
の
自
粛
と
と
も
に
、
一
九
八
三
年
夏

前
、
や
め
ら
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
文
化
に
つ
い
て

R
-
ゴ
ワ
教
授
は
、
忠
実
・
熱
心
な
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
徒
で
あ
り
、
ま
た

J
-
P
ベ
ー
ル
学
長
(
パ
リ
第
二
大
学
)
も
同
様
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
大

多
数
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
稀
な
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
ゴ
ワ
教
授
か

ら
、
次
の
よ
う
な
叢
書
を
教
え
ら
れ
、
贈
呈
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
、
感
謝
し
て

お
く
。ω。
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同】・



「
フ
ラ
ン
ス
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
史
協
会
」
の
こ
れ
ら
の
学
術
集
会
の
記

録
は
、
学
問
的
水
準
高
く
密
度
の
濃
い
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
右
の
「
フ
ラ

ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
l
研
究
」
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
ギ

ゾ
l
の
、
人
と
な
り
、
伝
記
、
そ
の
教
育
観
、
議
院
制
、
イ
ギ
リ
ス
観
、
地
中

海
政
策
、
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
の
関
係
、
第
二
共
和
制
、
政
治
家
・
歴
史
家
・

歴
史
哲
学
者
・
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
ギ
ゾ
l
、
キ
リ
ス
ト
教
文
明
概
念
に
対

す
る
批
判
、
第
二
帝
制
下
の
ギ
ゾ
l
、
ギ
ゾ
!
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
等
、

フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

多
角
的
な
総
合
研
究
の
集
成
で
あ
っ
て
、
ギ
ゾ
l
研
究
中
の
重
要
文
献
た
る
こ

と
を
失
な
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
協
会
の
回
三

-zg
お
よ
び
右
シ

リ
ー
ズ
文
献
は
、
フ
ラ
ン
ス
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
研
究
に
は
不
可
欠
の
資
料

で
あ
ろ
う
。

同

o
z
g
b
B
ι
m
g
ω
o
n
F
F芯

r
S
F
m
m
E田

仲
即

O
ロ
ゎ
。
ョ
宮
司
b
p
gロ
宮

H
U
吋由一同・
H

・
u.

。
•• 
ロ0
・曲目】巾円・・戸市
wm
出回・

日
仏
法
学
会
編
「
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
契
約
観
」
有
斐
閣
、

一
九
八
二
年
、

W
A
、
二
九
八
頁
は
、

一
九
七
九
年
一

O
月
に
「
日
仏
両
国
に
お
け
る
契
約
概
念

の
比
較
研
究
」
を
テ
l
マ
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
行
な
わ
れ
た
日
仏
法
学
共
同
研

究
集
会
第
一
回
会
議
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
日
仏
の
契
約
〈
民
法
、

行
政
法
、
労
働
法
)
観
の
相
互
的
・
総
合
的
研
究
が
周
到
な
準
備
と
日
仏
第
一

級
の
法
学
者
の
報
告
と
直
接
的
討
議
の
成
果
を
仏
日
語
で
出
版
し
え
た
と
い
う

意
味
で
、
日
仏
法
学
協
力
の
前
進
に
と
っ
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国

か
ら
は
野
田
良
之
、
星
野
英
一
、
近
藤
昭
三
、
山
口
俊
夫
教
授
、
フ
ラ
ン
ス
側

か
ら
は
、

G
-
コ
ル
ニ
ュ
、

I
・
ォ
l
ピ
ィ
、

G
-
グ
チ
ュ
リ
エ
教
授
が
基
調

報
告
の
執
筆
を
し
、
討
論
報
告
、
座
談
会
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。
野
田
教
授
の

序
お
よ
び
「
日
本
人
の
契
約
観
」
は
、
法
文
化
の
深
い
次
一
万
か
ら
(
日
仏
)
比

較
法
学
の
あ
り
方
を
反
省
さ
せ
る
。

野
田
良
之
先
生
古
稀
記
念
1
1東
西
法
文
化
の
比
較
と
交
流
、

F
m
w
n
0
5
8
E

E

S

S戸
己

g
x
g
oユ巾
E
2
2
0
n
a骨
E
・
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
、

邦
文
人
八
三
頁
・
仏
文
一
二
七
頁
計
一

O
一
O
頁
は
、
深
遠
壮
大
典
麗
な
野
田

先
生
の
法
学
と
人
格
を
敬
慕
す
る
、
二
九
人
の
邦
人
法
学
者
、
三
人
の
仏
人
大

家
の
献
呈
論
文
集
で
あ
り
、
日
仏
比
較
法
学
の
水
準
を
劃
し
鳥
服
せ
し
め
る
大

著
で
あ
る
。
危
機
的
な
核
時
代
と
将
来
に
向
っ
て
、
日
仏
そ
し
て
人
類
の
多
様

な
法
文
化
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
単
な
る
実
定
法
解
釈
技
術
論
に
堕
す
る
こ
と

な
く
行
く
べ
き
大
き
な
方
向
を
見
誤
ら
な
い
た
め
に
、
世
界
の
法
文
化
と
平
和

に
寄
与
奉
仕
し
う
る
法
学
の
あ
り
方
を
珠
玉
の
業
績
と
身
を
も
っ
て
示
し
て
い

る
野
田
法
学
は
、
立
ち
帰
る
べ
き
原
点
、
そ
し
て
、
導
き
の
光
で
あ
り
続
け
る

だ
ろ
う
。
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明
，
己
目
州
出
回
目
(
、
円
白
色
白
}
内
即
日
間
口
)
呉
国
同

m
E
H
F
-
(
J円

Dry-〉
・

F
m
n
oロ
凹
片
山
門
口
・

片山

C
ロロ白
-
2
5
0
2
曲四回目
}
g
Z
F
B
2
2
一
『
唱
。
ロ
二
百
四
回
℃
℃
『

onymnog-

同】
21mw片
山
〈

P
】ι
白門戸帥・同
M

・C
-
司・・
H

由∞品
-

U
内

M内
H
H
l
ω
叩

C
H
M
-

T
・
フ
カ
セ
、

Y
・
ヒ
グ
チ
「
日
本
に
お
け
る
立
憲
主
義
と
そ
の
諸
問
題
ー

l



来、}

比
較
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
、
筆
者
と
樋
口
陽
一
教
授
が
夫
々
フ
ラ
ン
ス
の
一
九

七
七
一
九
七
入
学
年
度
の
前
期
と
後
期
に
、
パ
リ
法
経
・
社
会
科
学
大
学
(
第

二
大
学
)
の
博
士
課
程
で
行
な
っ
た
「
日
本
憲
法
」
の
講
義
案
を
も
と
に
、
日

資

本
憲
法
の
重
要
問
題
を
憲
法
文
明
論
的
視
座
か
ら
日
仏
比
較
を
中
心
に
体
系
的

に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

J
・
ロ
ベ
ー
ル
学
長
の
序
文
、
本
書
の
視
点
と
方
法
、

日
本
に
お
け
る
立
憲
主
義
の
導
入
と
推
移
、
日
仏
法
文
化
交
流
史
、
天
皇
制
、

平
和
主
義
、
人
権
保
障
、
議
会
制
、
行
政
(
地
方
自
治
)
、
裁
判
、
日
本
立
憲

主
義
の
将
来
、
欧
語
文
献
録
が
、
内
容
の
骨
子
で
あ
る
。
日
仏
公
法
学
者
の
緊

密
な
協
力
の
お
蔭
で
こ
の
本
が
で
き
た
。
こ
こ
で
は
と
く
に
、

J
・
ロ
ベ
ー
ル

学
長
お
よ
び

R
・
ゴ
ワ
教
授
の
支
援
協
力
に
深
謝
し
て
お
き
た
い
。
今
後
日
仏

公
法
学
の
相
互
理
解
と
協
力
の
た
め
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
る
幸

は
な
い
。

(
以
上
、

F.〉

八
、
憲
法
概
説
書
に
つ
い
て

同V
同
ncw仲(同
MFO円円四)・
H

ロ印件伊丹
c
z
oロ
由
旬
。
】
伊
丹
即
門
戸
巴
町
曲
四
件
色
円
。
呂
円
。
ロ
曲
一
昨
xc-

片山
O
ロ
ロ
四
「
問
。

EX--
呂
田
由
回

o
p
呂
田
・
沼
町
匂
・

パ
リ
南
大
学
パ
ク
テ
教
授
の
『
政
治
制
度
お
よ
び
憲
法
』
は
、
筒
潔
な
記
述

に
よ
る
憲
法
の
基
本
書
と
し
て
定
評
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
五
版
は
第
四

版
を
完
全
に
改
訂
し
、
頁
数
も
百
頁
以
上
増
え
て
い
る
o

本
書
に
対
し
て
、
モ

l
ス
(
呂
田
口
ろ
に
よ
る
書
評
ハ
河
・

u
-
P
L
U∞
ゲ
ロ
。
タ
司
・
見
出
品
)
が
あ
る
。

。白色
O
C
H
(
m
U
V
同
ユ
開
閉
一
)
・
。
円
。
伊
丹
円
。
ロ
由
巳
P
M
2
0ロロ

m-zu-ロ
印
己
同
ロ
巴
C
ロ印

刷】
O
ロ
巴
円
山
口
目
的
・
?
戸

N
@

血山門出同・・円リロい白タ]戸市出∞
0
・
N
U
ω

。.

エ
ッ
ク
ス
H

マ
ル
セ

l
ユ
大
学
カ
ド
ゥ
教
授
の
『
憲
法
お
よ
び
政
治
制
度
』

第
一
巻
は
、
全
二
巻
予
定
さ
れ
て
い
る
う
ち
の
一
巻
で
、
「
政
治
制
度
の
一
般

理
論
」
の
副
題
の
下
で
、
「
政
治
権
力
の
正
規
の
枠
|
|
国
家
」
と
「
国
家
に

北法34(3-4・222)678 

お
け
る
政
治
権
力
の
行
使
|
|
政
府
の
諸
問
題
」
と
い
う
こ
篤
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
憲
法
の
一
般
理
論
の
検
討
に
関
し
て
特
色
あ
る
体
系
番
で
あ
る
。

。
国
ず
同
ロ
ロ
叩
(
旬
開
M
W

ロ
R
U
目
白
広
島
)
・
同
口
同
Hoazn件目。ロ
hw

で
A
V

同
ロ
島
市
己

z
a吋。回同

noロ
田
丘
一
門
戸
昨
日
。
ロ
ロ
冊
目
巾
同
色
白
-
同
日
nF巾ロ円四回】
o
z
z
o
c
p
】M円
F4白骨
w

同∞∞
]
f
N吋

ω
匂・

ト
ゥ

1
ル
l
ズ
社
会
科
学
大
学
主
任
助
手
カ
パ
ン
ヌ
の
『
憲
法
お
よ
び
政
治

学
研
究
入
門
』
は
、
憲
法
の
入
門
書
で
は
あ
る
が
、
権
力
分
立
制
や
大
統
領
制

と
議
会
制
に
つ
い
て
特
色
あ
る
見
解
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。

回

S
E
S
G
R
s
z
g
)・
3
ロ
巴
巾
円
(
同
町
田
口
冨
同
門
広
)
2
E
n
n
-
G
Eロ-

mu-
回一戸
H
S
Y
U司。芹

noロ
回
同
伊
丹
ロ
昨
日
。
ロ
ロ
四
日
開
件
片
口
田
昨
日
ZH片山
Oロ
由
旬
。
-Ftac冊
目
・
同
・
ァ

H
w
a
伊丹一日
0
ロ印

ωn日開口件目出
ρ
口
町
田
骨
骨

H
C
円-内出
ρ
ロ
m
p
H申∞
0

・
ω
∞品目
v
・

エ
ッ
ク
ス
H

マ
ル
セ
l
ユ
大
学
主
任
助
手
の
プ
ル
ド
ン
、
ポ
ン
テ
ィ
エ
、

ッ
シ
ィ
共
著
の
『
憲
法
お
よ
び
政
治
制
度
』
第
一
巻
は
、
「
憲
法
の
一
般
理
論
」

と
「
外
国
憲
法
の
諸
経
験
」
の
二
部
か
ら
な
っ
て
い
る
教
科
書
的
な
体
系
書
で

あ
る
。
本
書
の
特
色
と
し
て
は
、
外
国
憲
法
の
記
述
に
か
な
り
の
頁
数
が
さ
か

れ
て
い
る
こ
と
(
二

O
二
貝
よ
り
三
六
五
頁
ま
で
)
、
ま
た
、
外
国
憲
法
が
さ



ら
に
、
「
西
欧
憲
法
」
(
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
イ
タ
リ
ア
)
、
「
マ
ル

ク
ス
主
義
政
治
体
制
」
(
ソ
ビ
エ
ト
、
中
国
〉
、
「
憲
法
と
低
開
発
」
(
低
開
発
の

主
要
な
特
色
、
低
開
発
国
の
憲
法
の
諸
傾
向
)
に
分
け
ら
れ
、
社
会
主
義
憲
法

と
低
開
発
国
の
憲
法
に
も
か
な
り
の
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

九
、
憲
法
裁
判
に
つ
い
て

フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

F
c
n
y
白-門町

(m，門戸ロ
A
U

。仲間山一)・円、巾わ
O
ロ田町広

n
o
ロ凹月比一行口
-zo
ロロ巾
f
H
w
n
o
ロO
E

B
R
P
E
g
-
む印
H
V
・

一
九
六
五
年
よ
り
一
九
七
四
年
ま
で
憲

法
院
の
構
成
員
を
務
め
た
リ
ュ
シ
ェ

l
ル
の
『
憲
法
院
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
違
憲
審
査
制
の
歴
史
、
憲
法
院
の
創
設
、
憲
法
院
が
裁
判
機
関
か
否
か
、

憲
法
院
の
組
織
、
憲
法
院
の
権
限
、
憲
法
院
の
判
例
の
状
況
を
扱
い
、
最
後
に

憲
法
院
の
改
革
案
を
提
示
し
た
も
の
で
、
現
在
に
お
け
る
憲
法
院
の
最
も
詳
し

い
体
系
書
で
あ
る
。
本
書
の
う
ち
、
「
憲
法
院
は
裁
判
機
関
で
あ
る
か
」
の
章

は
、
す
で
に
、
『
フ
ラ
ン
ス
公
法
・
政
治
学
雑
誌
』
街
-
U
・
司
・
〉
の
一
九
七
九

年
第
一
号
に
発
表
し
た
も
の
(
本
誌
三

O
巻
四
号
一
六
九
頁
参
照
)
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
外
は
新
し
く
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
対
し
て
、
ワ
リ

パ
リ
第
一
大
学
の
憲
法
の
教
授
で

ー
ヌ
(
巧
包
百
四
)
の
書
評

(
H
N
-
U
-
p
w
H
u
g
-
ロ0
・
m-
勺・

5
0
8
が
あ
る
ほ

か
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
矢
口
俊
昭
氏
に
よ
る
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
(
国
家

学
会
雑
誌
九
五
巻
一
一
日
一
一
一
号
一
一
八
|
一
一
一

O
頁
)

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

問
、
冊
。
。
ロ
回
目
ロ

n
o
ロ∞丘一戸
M
Z
o
ロロ
m
Y

句。ロ〈。日
H1p
ロ
o
H
ω
.
H
由∞
0
.

の
で
、

」
れ
を
参
照

雑
誌
『
プ
l
ヴ
ォ
ワ
l
ル
』
第
一
三
号
で
は
、
「
憲
法
院
」
の
特
集
を
行
い
、
憲

法
院
に
関
す
る
理
論
と
実
態
を
分
析
し
た
諸
論
稿
を
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、
憲

法
院
に
関
す
る
詳
し
い
文
献
目
録
と
運
用
実
態
に
関
す
る
表
を
載
せ
て
い
る
。

憲
法
院
に
関
す
る
諸
論
稿
は
、
憲
法
院
を
多
角
的
に
分
析
し
た
も
の
で
、
憲
法

院
研
究
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
九
入
一
年
五
月
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
左
翼
政
権
成
立
後
に
お
い
て
も
、
国
有
化

や
分
権
化
に
対
す
る
憲
法
判
断
を
は
じ
め
、
重
要
な
憲
法
院
の
判
例
が
出
さ
れ

て
い
る
。
『
フ
ラ
ン
ス
公
法
・
政
治
学
雑
誌
』
一
九
八
三
年
第
二
号
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
、
司
自
O
吋

2
ハ
回
、
。
巳
田
〉
・
戸
巾
弘
司
O
芹

n
o
ロ
凹
門
広
三
日
0
ロ
ロ
巾
】
]
ロ
ヤ

芯
匂
コ
H
S
2
d
t
己
申
口
一
芯
∞
H
l
H申
mwM
・ハ
MN
・0
・司
-w]戸由∞
ω
・ロ。

NWHU
・
ωωωlAFCO)
は、

政
権
交
代
後
出
さ
れ
た
四

O
の
判
決
を
取
り
上
げ
、
判
例
の
全
体
像
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
の
表
題
が
、
「
一
九
八
一
1

一
九

入
二
年
の
判
例
憲
法
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
期
間
に
「
判
例
憲
法
」
の
存
在

と
重
要
性
が
疑
い
な
い
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ヴ
ォ
ル
l
教
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授
は
、
さ
ら
に
、

一
九
八
三
年
二
月
二
二
日
の
弓
名
の
憲
法
院
構
成
員
の
交
代

に
お
い
て
、
大
統
領
か
ら
人
民
戦
線
下
の
レ
オ
ン
・
プ
ル
ム
内
閣
お
よ
び
第
四

共
和
制
下
の
諸
内
閣
の
大
臣
経
験
者
で
、
国
際
人
権
同
盟
会
長
の
ダ
エ
エ
ル
・



料

メ
エ
ハ
ロ
白
丘
四
円
富
山
可
由
る
が
憲
法
院
長
官
と
し
て
、
元
老
院
議
長
か
ら
法
学

博
士
で
、
元
弁
護
士
、
元
老
院
立
法
委
員
会
委
員
長
の
レ
オ
ン
・
ジ
ォ
ゾ

l
u

マ
リ
ネ

P
E口
同

0
8
2
1云
阻
止
問
ロ
と
が
、
国
民
議
会
議
長
か
ら
元
コ
ン
セ

イ
ュ
・
デ
タ
お
よ
び
破
段
院
付
弁
護
士
で
二
九
四
八
年
よ
り
一
九
八

O
年
ま
で

資

上
院
議
員
の
職
に
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
型
の
憲
法
裁
判
所
の
提

案
者
で
も
あ
る
ピ
エ

I
ル
・
マ
ル
シ
ラ
シ

1
(虫
色
詰
沼
R
n
F
5
2
5
が、

そ
れ
ぞ
れ
裁
判
官
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
か
ら
、
「
こ
れ
ら
の
任

命
に
対
し
て
な
さ
れ
た
歓
迎
は
、
今
後
制
度
が
十
分
に
承
認
さ
れ
、
確
認
さ
れ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
他
方
、
新
し
く
任
命
さ
れ
た

三
名
は
い
ず
れ
も
七
三
才
で
、
こ
れ
で
憲
法
院
構
成
員
の
平
均
年
齢
が
七
六
才

に
も
上
り
、
一
九
八

0
年
代
の
憲
法
院
の
重
責
あ
る
任
務
を
考
え
る
と
、
重
大

な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
同
論
文
一
一
一
一
一
一
九
頁
)
。

『
フ
ラ
ン
ス
公
法
・
政
治
学
雑
誌
』
の
同
じ
号
に
は
、
フ
ァ
ヴ
ォ
ル
l
教
授

と
同
じ
く
同
誌
へ
の
憲
法
院
判
例
評
釈
の
寄
稿
者
で
あ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
教
授
の

「
合
憲
性
審
査
の
発
展
と
憲
法
裁
判
官
の
権
限
の
橋
大
」

p・
2
M
E
P
C

仏
AM4
四日
OHVHM町民
Hmロ同

a
z
n
oロ
昨
日
刊
む
目
白
色
町
円
。
ロ
印
Z
Z』同
-cロロ目
Z-rv
開
門
て
回
n
n吋
crw・

8
5
8丹
色
目
印
刷

5
5
S円
吋
白
色
ロ
吉
岡
刊

n
oロ
回
号
口
氏
。
ロ
ロ
叩
F
H
N・
0
・
H
Y
-
H申告・

ロ。
M
M
℃

-AFCHl含
∞
〉
お
よ
び
パ
リ
第
二
大
学
主
任
助
手
ル
プ
ル
ト
ン
の
「
憲

法
裁
判
機
関
の
特
殊
性
」

Q
・
も
-
F
m
可
2
8・
円
g

H
】目立山口口

-RX宮
内
同
m
g

〕ロュ
e
n
z
oロ
n
oロ凹片山一戸注目。ロロ
m
-
-
p
m・
o-HV--H也∞
ω・ロ。

N・同】

AFH由
品
∞
印
)

と
い
う
憲
法
院
に
関
す
る
重
要
な
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ィ
リ
ッ
プ
の
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論
文
は
最
近
の
憲
法
院
の
判
例
を
ふ
ま
え
た
表
題
通
り
の
内
容
の
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
な
か
で
、
「
憲
法
院
は
、
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
八
三
年
ま
で
の
聞

に
、
す
な
わ
ち
、
ロ
ジ
ェ
・
フ
レ
ィ
長
官
在
任
中
に
重
要
な
仕
事
を
成
し
逐
げ

た
。
数
年
間
に
お
い
て
、
世
界
で
最
も
迅
速
か
つ
広
範
に
真
の
合
憲
性
審
査
が

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
樹
立
さ
れ
た
。
こ
の
合
意
性
審
査
は
、
現
在
ま
で
多
く
の

賢
明
さ
と
節
度
を
も
っ
て
行
使
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
機
関
の
構
成
と
そ
の
構

成
員
の
政
治
化
に
向
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
院
は

一
九
人
一
年
夏
以
来
新
し
い
多
数
派
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
改
革
に
反
対
し
よ

う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
同
論
文
四
一
五
|

四
二
ハ
頁
)
と
し
て
、
憲
法
裁
判
機
関
と
し
て
の
態
法
院
に
き
わ
め
て
高
い
評

価
を
与
え
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
ル
プ
ル
ト
ン
の
論
文
も
、
提
訴
、
論
理

構
成
、
判
決
形
式
に
わ
た
っ
て
憲
法
院
の
憲
法
裁
判
機
関
と
し
て
の
特
色
の
問

題
に
最
新
の
判
例
や
学
説
を
も
と
に
検
討
を
加
え
た
業
績
と
し
て
注
目
さ
れ

る。
明白〈。吋
m
H
h
(円、。
C
山田一〉(由
O
E
回
目
白
色
同
吋
mwn-EC口内同開〉・

muoc
円印

n
cロ凹丘
-F
ヤ

念
。
ロ
ロ
間
口
2

巾
戸
四
円
。
匂
宮
ロ
ロ
g

m
昨
今
包
門
的
問
。
ロ
E
s
m
M
M仲

EM-
〉
円
円
巾
問
。
ロ

HHO

。。ロ。
D
E叩
円
〉
片
岡
l
mロ
l司吋
0
4
円ロ円四回目印
l
N
C
q円
N
H
Hぷ
〈
ユ
四
円
回
申
∞
グ
同
M

円
?

内
回
口
町
内
〉
ロ
仏
H
1
b

一、
H
，Z

ロ
n・
開
口
O
口。

srp
同申∞
N
.

印九時()匂・

一
九
八
一
年
二
月
一
九
日
、
二

O
日
お
よ
び
一
一
一
日
に
エ
ッ
ク
ス
"
ア
ン
H
プ



ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
お
い
て
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
憲
法
裁
判
機
関
に
よ
る

基
本
権
の
保
護
」
と
い
う
テ

1
7
で
開
催
さ
れ
た
国
際
研
究
集
会
の
報
告
と

討
論
を
収
録
し
た
の
が
、
エ
ッ
ク
ス
H

マ
ル
セ

1
ユ
大
学
教
授
フ
ァ
ヴ
ォ
ル
l

監
修
の
『
ヨ

l
p
ヅ
パ
の
憲
法
裁
判
所
と
基
本
権
』
で
あ
る
。
こ
の
研
究
集
会

は
、
エ
ッ
グ
ス
H

マ
ル
セ
l
ユ
大
学
法
学
部
、
チ
ュ

1
ピ

γ
ゲ
ン
大
学
法
学
部

フラソメ公法最近事情および文献覚え書き(1980-1983)

お
よ
び
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
大
学
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
所
の
共
同
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
研
究
集
会
の
報
告
は
、
『
国
際
比
較
法
雑
誌
』
(
同

2
5
Z芯
自
白
件
目

ogz

骨

骨
O
芹

nos-uRと
の
一
九
八
一
年
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

本
書
は
、
こ
れ
ら
の
報
告
に
、
口
頭
報
告
と
討
論
を
加
え
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
憲
法
裁
判
所
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ

ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
l
ス
ト
リ
l
の
諸
国
の
そ
れ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判

所
で
あ
る
。
本
書
は
、
最
初
に
フ
ァ
ヴ
ォ
ル
l
の
一
般
報
告
で
始
ま
り
、
「
基

本
権
保
護
の
手
続
と
技
術
」
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
に
関
す
る
パ
リ
第
一
大

学
リ
ュ
シ
ェ
l
ル
教
授
の
報
告
、
西
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
に
関
す
る
ボ
ン
大
学

シ
ュ
ラ
イ
ヒ

any-即
応
ご
教
授
の
報
告
、
イ
タ
リ
ア
の
憲
法
裁
判
所
に
関
す

る
ピ
ツ
ォ

l
ル
ソ

l

色
町

gzz。
)
教
授
の
報
告
、
ォ

l
ス
ト
リ
1
憲
法
裁

判
所
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
大
学
エ
ル
マ
コ
l
ラ
(
開
吋

g
R
R
S
教
授
の
報
告
、

「
基
本
権
保
護
の
対
象
と
範
箇
」
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
元
憲
法
院
裁
判

官
で
、
国
立
政
治
学
研
究
所
(
司
・

2
・
ω・
司
・
〉
所
長
の
ゴ
l
ゲ
ル
(
の

oms-〉

の
報
告
、
西
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
チ
ュ
l
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
で
、
元
連
邦
憲
法

裁
判
所
裁
判
官
の
ル
ッ
プ
(
河
口
哲
也
)

の
報
告
、
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
ト
リ
ノ

大
学
教
授
ザ
グ
レ
ベ
ル
ス
キ
l
(
N
回開円相

σ目

zr己
の
報
告
、
オ
l
ス
ト
リ
ー

に
つ
い
て
ウ
ベ

1
ン
大
学
教
授
エ

l
リ
ン
ガ

l
(
O
E
宙
開
町
与
の
報
告
、
「
基

本
権
保
護
の
目
的
と
限
界
」
で
は
、
エ
ッ
ク
ス
H

マ
ル
セ
l
ユ
大
学
教
授
リ
ド

i

宙
広
2
5〉
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
肉
体
裁
判
所
の
保
護
の
技
術
に
関
す
る
報

告
、
同
大
学
教
授
デ
ュ
プ
ィ
ス
(
ロ
ロ
σ
2
2
)
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判
所

の
保
護
の
対
象
と
範
囲
に
関
す
る
報
告
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
お
よ
び
ス
タ
ン
プ
オ

ー
ド
大
学
教
授
カ
ベ
レ
ッ
テ
ィ
(
わ
告
宮

--2Z)
の
「
憲
法
裁
判
の
必
要
性
と

正
当
性
」
と
題
す
る
書
面
報
告
と
口
頭
報
告
が
、
そ
れ
ぞ
れ
討
論
内
容
と
共
に

掲
載
さ
れ
、
最
後
に
パ
リ
大
学
名
誉
教
授
リ
ヴ
エ
ロ

(
E
4
2
0
)
の
総
括
報
告

で
結
ん
で
い
る
。

フ
ァ
ヴ
ォ
ル
l
教
授
の
一
般
報
告
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
、
西
ド
イ
ツ
・
オ

ー
ス
ト
リ
l
-
イ
タ
リ
ア
・
ス
ペ
イ
ン
の
各
憲
法
裁
判
所
の
五
ヶ
国
の
憲
法
裁

判
機
関
の
概
括
的
な
比
絞
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
、
五
つ
の
憲
法
裁
判
所
の
比

較
の
結
果
と
し
て
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
、
四
つ
の
闘
の
憲
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法
裁
判
所
と
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
と
の
利
違
点
と
し
て
、
第
一
に
、
四
つ
の
国
の

憲
法
裁
判
所
は
事
涯
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
連
邦
制
な
い
し
準
連
邦
制
の
均
衡

の
保
持
を
任
務
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
方
自
治
と
の
関
係
で
フ
ラ
ン
ス
に

も
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
ド
イ
ツ
、
オ

1
ス
ト
リ
i
お
よ
び
ス
ベ

イ
ン
の
憲
法
裁
判
所
は
基
本
権
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
個
人
の
直
接
的
提
訴
を



料

認
め
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
四
つ
の
国
の
憲
法
裁
判
所
は
通
常
裁
判
所
か
ら

の
移
送
に
よ
る
立
法
の
合
滋
性
審
査
を
認
め
て
お
り
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
お

資

い
て
も
現
行
制
度
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
幾
度
か
提
案
さ
れ
て
い
る
た
め
非

常
に
輿
味
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
窓
法
裁
判
所
が
適
用
す
る
憲
法

正
文
が
他
の
四
国
の
場
合
に
比
べ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
内
容
の
豊
富
さ
と
明
確

性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
が
提
供

し
う
る
利
点
と
し
て
、
第
一
に
、
抽
象
的
規
範
審
査
は
各
国
に
も
存
在
す
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
経
験
は
抽
象
的
規
範
審
査
が
基
本
権
の
保
護
と
何
ら
矛
盾
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
予
防
的
審
査

の
型
は
オ
l
ス
ト
リ
ー
や
ド
イ
ツ
で
も
可
能
で
あ
る
し
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
条
約

と
条
例
に
対
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
が
独
創
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
国
会
議
員
か
ら
の
提
訴
は
イ
タ
リ
ア
を
除
い

て
存
在
す
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
三

0
年
間
に
六
度
し
か
行
使
さ
れ
て
お
ら
ず
、

オ
l
ス
ト
リ
ー
で
は
五
年
前
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
設
け
ら

れ
た
ば
か
り
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
七
四
年
以
来
六

O
回

以
上
も
行
使
さ
れ
て
お
り
、
興
味
あ
る
教
訓
を
そ
こ
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
(
本
書
三
九
l
四
O
頁)。

カ
ベ
レ
ッ
テ
ィ
教
授
の
「
憲
法
裁
判
の
必
要
性
と
正
当
性
」
の
書
面
報
告
(
本

書
四
六
一

l
四
九
三
頁
)
は
、
比
較
憲
法
裁
判
論
に
関
す
る
世
界
の
第
一
人
者

に
よ
る
も
の
で
、
問
題
点
が
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
カ
ベ
レ
ッ
テ
ィ
の
口

頭
報
告
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
憲
法
裁
判
の
意
味
と
フ
ラ
ン
久
の
憲
法
院
に
つ

北法34(3-4・226)682 

い
て
言
及
し
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
院
に
対
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
が
多

か
れ
少
か
れ
笥
荏
院
の
窓
法
裁
判
機
関
と
し
て
の
意
義
を
主
張
し
た
の
に
対
し

て
、
第
一
に
、
審
査
期
間
が
法
律
の
審
署
前
の
短
い
期
間
に
限
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
第
二
に
、
窓
法
院
の
活
動
が
日
常
生
活
の
具
体
的
事
件
、
問
題
、
紛
争
と

の
結
合
を
殆
ん
ど
完
全
に
欠
い
て
お
り
、
憲
法
院
へ
の
提
訴
権
者
が
政
治
家
に

憲
法
院
の
「
政
治
的
」
性
格
を
強
め
、

的
」
性
質
を
暖
昧
に
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
を
フ
ラ
ン
ス

型
憲
法
裁
判
と
位
置
づ
け
る
の
に
な
お
賠
踏
を
示
し
て
い
る
(
本
書
四
九
九
|

五
O
一
頁
)
の
が
注
目
さ
れ
る

0

・
な
お
、
ヵ
ベ
レ
ッ
テ
ィ
著
、
谷
口
日
佐
藤
訳
・

現
代
憲
法
裁
判
論
二
一
1

六
頁
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
が
、
第
一
に
、
私
的
当

事
者
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
で
開
か
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
審
査
が

法
律
の
公
布
に
先
立
っ
て
の
み
行
使
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
政
治
的
統
制
」
と
し

て
憲
法
院
を
位
置
づ
け
て
い
た
。
最
後
の
リ
ヴ
エ
ロ
の
総
括
報
告
は
、
フ
ラ
ン

ス
窓
法
院
に
対
す
る
カ
ベ
レ
ッ
テ
ィ
の
批
判
に
も
答
え
て
、
「
私
は
憲
法
院
の

一
つ
の
長
所
、
唯
一
で
す
が
私
に
と

限
ら
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
「
司
法

あ
ら
ゆ
る
弱
点
を
了
解
し
て
い
ま
す
が
、

っ
て
主
要
な
長
所
を
憲
法
院
に
認
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
窓
、
法
院
が
単
純
で
あ

る
こ
と
で
す
o
」
と
発
言
し
、
憲
法
院
の
審
査
が
法
律
の
審
署
前
に
行
わ
れ
る
た

め
、
他
国
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
違
憲
判
決
の
効
力
に
関
す
る
難
し
い
問
題
が
生

じ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
本
書
五
二
六
|
五
二
七
頁
〉
。
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フランス公法最近事情および文献覚え書き (1980-1983)

プ
ザ
ン
ソ
ン
大
学
主
任
助
手
ベ
ガ
ン
の
『
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
法

律
の
合
憲
性
審
査
』
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
違
憲
立
法
審
査
権
の
理
論
と
歴
史
、

憲
法
裁
判
所
の
組
織
と
権
限
を
扱
っ
た
序
論
で
始
ま
り
、
第
一
部
で
は
、
憲
法

裁
判
の
諸
形
態
が
、
第
二
部
で
は
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
判
決
の
諸
形
式
と
違

憲
判
決
の
効
力
の
問
題
に
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
序
文
を
書

い
て
い
る
デ
ィ
ジ
ョ
ン
大
学
比
較
法
研
究
所
所
長
の
フ
ロ
モ
ン
教
授
に
よ
る

と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
提
訴
の
諸
形
態
と
判
決
形
式
に
関
す
る
総
合
的
研
究

と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
に
も
例
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一
O
、
基
本
的
人
権
に
つ
い
て

冨
O
Bロ
何
回
(
同
町
田
口
〉
・

F
E
-
-
σ
伺
三
官
同
】
ロ
σ
ロ
A
C
m
p
n
o
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円
件
目
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l-m
吋
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口
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リ
モ
l
ジ
ュ
大
学
教
授
モ
ラ
ン
ジ
ュ
著
『
基
本
的
人
権
』
は
、
ク
セ
ジ
ュ
文

庫
の
一

mmと
し
て
基
本
的
人
権
を
概
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
「
基
本
権
」

は
、
人
権
の
歴
史
的
、
思
想
史
的
な
基
礎
、
各
人
権
宣
言
に
よ
る
人
権
の
公
式

化
お
よ
び
人
権
の
法
的
効
力
の
問
題
を
扱
っ
た
総
論
的
部
分
で
あ
る
。
第
二
章

「
種
々
の
内
容
」
は
、
人
権
の
各
論
的
部
分
で
、
移
動
の
自
由
、
安
全
、
私
生

活
の
保
護
、
良
心
の
自
由
、
結
社
の
自
由
、
集
会
の
自
由
、
劇
場
、
出
版
の
自

由
、
信
教
の
自
由
、
法
の
下
の
平
等
を
扱
っ
て
い
る
。
第
三
章
「
適
合
し
な
い

保
障
手
段
」
で
は
、
人
権
の
国
際
的
保
障
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
お
よ
び
国
内
的
保

障
手
段
を
扱
い
、
そ
れ
ら
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
モ
ラ
ン

ジ
ュ
教
授
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
基
本
的
人
権
研
究
の
専
門
家
で
あ
り
、
本
書

は
フ
ラ
ン
ス
の
基
本
的
人
権
の
概
観
を
う
る
の
に
適
当
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

本
書
に
対
し
ム
ル
ジ
ョ
ン
(
冨
C
C
円
同
冊
。
ロ
)
の
書
評
が
あ
る
(
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パ
リ
第
二
大
学
ロ
ベ
ー
ル
教
授
の
『
基
本
的
人
権
』
は
、

一
版
が
出
版
さ
れ
て
以
来
、
最
も
標
準
的
な
基
本
的
人
権
の
体
系
書
の
一
つ
と

し
て
定
評
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
の
第
=
一
版
に
は
、
パ
リ
第
一
大
学
の

主
任
助
手
デ
ュ
フ
ァ
ル
が
協
力
者
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
。
第
二
版
よ
り
頁
数

一
九
七
一
年
に
第

は
一
四

O
頁
余
増
え
、
新
し
い
立
法
や
判
例
が
加
え
ら
れ
て
、
人
権
各
論
に
つ

い
て
最
新
の
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
o
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パ
リ
控
訴
院
付
弁
護
士
の
デ
ュ
マ
の
『
報
道
法
』
は
、
報
道
法
に
関
す
る
体

系
書
で
あ
る
。
第
一
篇
「
報
道
の
組
織
」
で
は
、
報
道
の
行
政
制
度
、
出
版
社



料

と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
地
位
、
税
制
、
販
売
、
ラ
ジ
オ
H

テ
レ
ビ
局
と
そ
の
従

業
員
の
地
位
、
財
政
、
監
督
を
扱
い
、
第
二
篇
「
出
版
法
」
で
は
、
出
版
に
関

す
る
刑
事
罰
と
民
事
責
任
、
市
民
の
私
生
活
の
保
護
に
つ
い
て
の
法
制
度
と
判

資

例
が
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
報
道
法
の
体
系
番
と
し
て
は
、
オ
l
ピ
ィ
、

デ
ュ
コ
H

ザ
デ
ィ
l
ル
共
著
の
も
の
が
ダ
ロ
ー
ズ
社
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
(
本

誌
二
八
巻
二
号
一
一
四
頁
参
照
)
が
、
こ
ち
ら
は
報
道
法
の
公
法
的
側
面
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
デ
ュ
マ
の
体
系
番
は
、
報
道
法
の
刑
事
法

お
よ
び
民
事
法
的
側
面
に
つ
い
て
の
検
討
が
詳
し
い
の
に
特
色
が
あ
る
。
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大
学
法
制
に
関
す
る
専
門
家
で
あ
る
プ
ル
ヴ
ァ
ン
の
『
基
本
法
以
後
の
大
学

法
制
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
法
制
の
根
本
的
改
革
を
行
っ
た
一
九
六
八
年
一

一
月
一
一
一
日
の
高
等
教
育
基
本
法

Q
O
F

円
苫
ユ

g
S
E
E
r
-ぶ
ロ
凹
叩
仲
間

5
・

5
S
H
E
-
ュ2
与
の
逐
条
毎
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
を
あ
げ
、
そ

れ
に
分
析
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
テ
ー
マ
毎
と
巻
末
に
は
一
括
し
て

文
献
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
法
制
の
現
状
を
知
る
の
に
格
好

の
著
書
で
あ
る
。
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の
一
冊
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
行
政
を
概
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
学
区
総
長
で
あ
る
ブ
ル
サ
ン
の
『
国
民
教
育
行
政
』
は
、
ク
セ
ジ
ュ
文
庫

(
以
上
、
民
)


